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第１章 総  論 

 

 １－１ 設計方針 

（１）「基本計画書」及び「下水道法事業計画」に基づき設計する。 

（２）関連法規等を遵守し、現場調査及び関係諸機関との調整を図り設計 

  する。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    実施設計にあたり、排水区画割平面図（１／２５００）、縦断図 

   及び流量計算表を把握する。 

    また、調査及び設計検討において、次のような下水道法事業計画の 

   変更が適切であると思われる場合は、計画担当課と協議する。 

  ア 処理区分、排水区の変更 

  イ 吐口位置の変更 

  ウ 路線の変更 

  エ 管径、断面形状及び勾配の変更 

  オ その他必要に応じて 

 （２）について 

  ア 関連法規は、相模原市下水道関係例規集及び下水道関係通達集等に 

   よる。 

  イ 設計にあたっては、個人情報の保護に関する法律及び相模原市個人 

情報保護条例に基づき適切に対応すること。 

  ウ 現場の状況を十分に把握し、関係諸機関の事業計画・許可条件等の 

   調査、調整を図る。 

  エ 下水道工事のフローシート参照 

  オ 本指針に記載のある出典等は、本指針改訂時点のものであるため、

出典等に改訂があった場合には、原則、最新のものを適用するが、適

用に当たっては下水道管理者と協議すること。 
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下水道工事のフローシート 

道 路 管 理 者  
河 川 管 理 者  
各 占 用 物 件  

管 理 者  
そ の 他  

現 地 調 査  計画担当課との協議  

台 帳 調 査  

測 量 作 業  

調  査

地 下 埋 設 物 調 査

公 図 等 調 査  法 務 局 等

境 界 査 定 依 頼  道 路 管 理 者

仮 平 面 縦 断 、 流 量

地 質 ・ 土 質 調 査

工  法  検  討

関 係 機 関 と の 調 整  道 路 管 理 者

所 轄 警 察 署

河 川 管 理 者

各 占 用 物 件

管 理 者

そ の 他

設 計 協 議  

計 画 担 当 課

所 轄 警 察 署  

平 面 図 、 縦 断 図 作 成

構 造 計 算 、 構 造 図 等 、

及 び 数 量 計 算 書 作 成

設  計  完  了

道 路 管 理 者  
河 川 管 理 者  
各 占 用 物 件  

管 理 者  
そ の 他  

支 障 物 件  
移 設 依 頼  

下 水 道 工 事 
施 工 通 知 書 

東 京 ガ ス

相 模 原 水 道

営 業 所

相 模 原 南  
水 道 営 業 所

津 久 井 水 道

営 業 所

東 京 電 力

Ｎ Ｔ Ｔ積  算

起 案 （ 執 行 伺 ）

占 用 許 可 申 請  道 路 管 理 者

所 轄 警 察 署

河 川 管 理 者

そ の 他

決   裁

設 計 図 書 の 配 布

工  事  着  手

選 定 委 員 会  
資 料 作 成  

契 約 担 当 課  工 程 表 届  

そ の 他 必 要 書 類  

占 用 許 可  
着 手 届  

道 路 管 理 者  
河 川 管 理 者  

工  事  完  成

保 安 措 置 施 工  
防 護 工 事 施 工  
防 護 工 事 完 了  

東 京 ガ ス  

工 事 台 帳 記 入  

工 事 の お 知 ら せ  

（ 説 明 会 ）  

各 関 係 機 関

竣 工 図 面  

工 事 完 成 届 、  
そ の 他 必 要 書 類  

工 事 完 成 届 写 し  

占 用 許 可 完 成 届  

契 約 担 当 課

道 路 管 理 者

河 川 管 理 者

計 画 図 検 討 事 業 認 可

基 本 設 計 等 の 検 討

作 業 用 地 の 検 討

借 地 契 約

工 事 完 成 検 査  検 査 担 当 課  
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第２章 設計における基本調査 

 

 ２－１ 調査及び設計検討 

 ２－１－１ 現地調査 

 （１）道路の調査 

 （２）地形 〃 

 （３）水路 〃 

 （４）環境 〃 

 〔解 説〕 

 （１）について 

  ア 舗装及び幅員 

    舗装種別（舗装道・砂利道等）及び幅員を現場にて調査する。 

  イ 地下埋設物 

    蓋、弁等の状況により埋設物の有無を調査する。 

  ウ 既設管等調査 

    マンホール位置、管の埋設位置、汚水ます、雨水ます、道路側溝、

暗きょ等を調査する。 

  エ 架空線 

    架空線の有無を調査する。 

  オ 道路種別 

    国道、県道、市道及び私道等を調査する。 

  カ その他の調査 

    道路標識、電柱、街路灯、街路樹、バス路線、通学路、交通量、 

   区画線等を調査する。 

 （２）について 

  ア 現場で地形の高低を調査する。 

  イ 宅地(工場)内の水まわりについて調査する。 

 （３）について 

  ア 水路断面について調査する。 

  イ 現況 

    隣接宅地、水路流下方向、流量について調査する。 

  ウ 水路構造物 

    柵きょ、石積、コンクリート構造物等について調査する。 

 （４）について 

  ア 土地利用の形態 

    住宅地、工場、繁華街、農地等について調査する。 
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  イ 家屋、工作物（塀等）、井戸、その他について調査する。 

  ウ 車庫等車両の出入りについて調査する。 

 

 ２－１－２ 台帳調査 

 （１）公図等の調査 

 （２）道路台帳等の調査 

 （３）地下埋設物台帳調査 

 （４）架空線台帳調査 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    法務局  公図、登記簿 

         所有者、所有者の住所、地目及び地積等について調査 

        する。 

 （２）について 

  ア 公道   道路認定、道路台帳、道路査定、舗装種別等 

         （10－３ 道路管理者等一覧表参照） 

         掘削等の制限（10－４ 掘削等の制限参照） 

  イ 私道   位置指定の有無(建築審査課)、開発による道路の有無

(開発調整課)、移管手続きの有無（中央土木事務所・緑

土木事務所・南土木事務所・津久井土木事務所） 

  ウ その他  河川及び水路（10－２ 河川管理者等一覧表参照）、 

         私有地等 

 （３）について 

    上下水道、ガス、ＮＴＴ、東京電力、街路灯ケーブル、 

信号ケーブル、輸送管等 

   （参考）地下埋設物との余裕は関係諸機関と十分協議する。 

 （４）について 

    東京電力、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ＪＣＯＭ、その他有線放送等 
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 ２－１－３ 測量作業 

 （１）多角測量 

 （２）地形測量 

 （３）水準測量 

 （４）地下埋設物調査（地下埋設物調査図作成） 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    地形測量を実施するにあたり、必要に応じて多角測量（４級基準点 

   測量）を行う。 

 （２）について 

    縮尺１／５００の地形図（平面図）を作成する。 

 （３）について 

    水準点点の記に基づき、３級水準測量を実施し、仮ＢＭを設定する。 

    また、必要に応じて水準点（３級）を埋設する。 

 （４）について 

    必要に応じ、測量作業の中で地下埋設物調査（各地下埋設物管理者 

   の台帳で確認）を実施し、地下埋設物調査図を作成する。 

 

 ２－１－４ 地下埋設物調査 

  試験掘によって詳細な埋設物の位置、深さ及び種別を確認する。 

 〔解 説〕 

   地下埋設物台帳等の調査で埋設位置が不明な箇所や、道路交差部の 

  埋設物が輻そうしている箇所では、必要に応じて試験掘を実施する。 

   ※試験掘深さ以上については、状況により探深棒等で確認する。 

   また、試験掘に際しては、管理者の立会いを求める。 

 

 ２－１－５ 地質・土質調査 

 （１）原位置試験 

 （２）室内試験 

 〔解 説〕 

   この調査は、管きょの施工方法・管基礎の種類・土留め工法・補助 

  工法等の選定にあたり、設計に必要な地盤構成、地下水の状況、土の 

  物理特性及び力学特性等の資料を得るために行う。 

 （１）について 

   資料採取（地盤構成）、孔内水位測定（地下水位）､標準貫入試験 

  （Ｎ値）及び現場透水試験（透水係数ｋ）等を行う。 
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 （２）について 

   粒度、液性限界・塑性限界、密度、一軸圧縮試験（せん断力）及び 

  三軸圧縮試験(粘着力・内部摩擦角)等を行う。 

 

 ２－１－６ 関係各機関との協議 

 （１）道路管理者 

 （２）所轄警察署 

 （３）河川管理者 

 （４）各占用物件管理者 

 （５）鉄道管理者 

 （６）その他 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    下水道管きょの平面位置及び土被り等を協議し、施工時期、埋戻し 

   方法及び道路復旧方法等を確認する。 

   （10－３ 道路管理者等一覧表参照） 

 （２）について 

    所轄警察署と施工区分（昼･夜間施工、片側･車両･全面通行止等） 

   を協議し、安全対策（交通誘導警備員、標識等）の指示を受ける。 

   （10－５ 管理者連絡先一覧表参照） 

 （３）について 

    河川区域及び保全区域を工事する場合は協議する。 

    また、雨水を放流する場合は、放流量、吐口の構造及び護岸等を 

   協議する。 

   （10－２ 河川管理者等一覧表参照） 

 （４）について 

    工事に際しては、影響する他の地下埋設物や架空線等を協議し、 

   必要に応じて、切回し及び移設等の申請をする。 

  ア 上水道  県企業庁相模原・相模原南・津久井水道営業所 

         横浜市・川崎市水道局、神奈川県内広域水道企業団 

  イ 東日本電信電話株式会社（NTT） 

  ウ ＫＤＤＩ株式会社 

  エ ガス   東京ガス（株） 

         （東京ガス以外の場合は各私設ガス会社） 

  オ 電力線  東京電力 

  カ 有線放送 ジェイコムほか 
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  キ 街路灯ケーブル  道路管理者 

  ク 信号ケーブル   所轄警察署 

（10－５ 管理者連絡先一覧表参照） 

 （５）について 

    鉄道横断や近接施工の場合は、設計・施工条件等を協議する。 

    （ＪＲ東日本・小田急電鉄・京王電鉄） 

 （６）について 

  ア 農業用水路および農道   神奈川県・農政課ほか 

  イ 交通機関（路線バス）  神奈川中央交通・神奈川中央交通東・神

奈川中央交通西・富士急山梨バス・京

王バス南 

  ウ 米軍          排水、ケーブル 

  エ 清掃事務所       麻溝台環境事業所、橋本台環境事業所 

                相模台収集事務所、津久井クリーンセン 

ター 

  オ 相模緑道緑地      公園課 等 

     （10－５ 管理者連絡先一覧表参照） 

 

 ２－１－７ 工法の検討 

  工法の選定は、施工性、環境への影響、経済性及びその他の条件を 

 検討し、総合的に判断して決定する。 

 〔解 説〕 

   「工法比較表」及び「工法検討手順」を参考にする。 
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工 法 比 較 表（参 考） 

※ 土質によって、小口径管推進工法の方式、推進工法の種別及び補助工法を決定する。 

※ 判定の凡例 ◎最適  ○適  △やや不適  ×不適 

 

工  法 

検討項目 
開削工法 

判
定 

小口径管 

推進工法 
判
定 

推進工法 
判
定 

トンネル工法 
判
定 

シールド工法
判
定 

施

工

性 

管  径 制限なし  

円形のみで 

内径 

200～700㎜ 

一般的には円

形で内径 

800～3000㎜

一般的には馬

てい形で内径

1500～5200㎜ 

 

一般的には円形

で内径 

1500～5000㎜ 

延長(1 ｽﾊﾟﾝ) 

線形(曲線) 
制限なし  

適用工法の推

進延長によ

る。 

刃口元押しで

50m程度 

中押しで200m

程度 

曲線半径は管

径の100倍 

一般的には

300m 以上で採

用 

最大スパンは

2000m程度 

曲線半径は10

ｍまで(軌道) 

 

一 般 的 に は

400m 以上で採

用 

最大スパンは

2000m程度 

曲線半径は通常

60m程度 

土 被 り 

最小 1.5m 以上

確保、掘削深

さ3.8m以下 

 
最小 2m 程度

以上確保する

最小 2m 程度

以上確保する

掘削断面直径

の 1.5 倍以上

で最低でも6m 

 

一般的にはシー

ルド機外形の

1.5倍は確保 

土 質 
原則的に制限

なし 
 

礫径 300 ㎜以

上は一般的に

困難である 

工法の種類に

より適応が可

能である 

土丹･硬質ロ

ーム等の自立

可能なもの 

 
 

制限なし 

道路交通、立坑 
全路線で交通

に支障がある 
 

立坑部のみ交

通に配慮が必

要である 

立坑間隔は、

適用工法の推

進延長によ

る。 

立坑部のみ交

通に配慮が必

要である 

立坑間隔は、

中押しの場合

150m程度 

立坑部のみ交

通に配慮が必

要である 

立坑間隔は、

1000m程度 

立坑基地が必

要 

 同 左 

河川、鉄道横断 困 難  

施工可能延長

以内の場合に

可能である 

同 左 

施工可能であ

るが一次覆工

でのゆるみに

注意 

 施工可能である

環

境

へ

の

影

響 

公害(騒音、振動、地盤

沈下等) 

面的に発生す

る可能性が高

い 

 

立坑部のみ発

生する場合が

ある 

同 左 

作業基地付近

及び一次覆工

期間の管路上

部注意 

 

作業基地付近で

長期にわたり発

生する可能性大

災害（地下埋設物等） 

面的に地下埋

設物に影響が

でる可能性が

ある 

 

一般的には、

立坑部のみ地

下埋設物に影

響する 

同 左 同 左  同 左 

その他の条件 

（関係諸機関との協議） 

協議により、

施工方法に制

約を受ける場

合がある 

 

管種の指定等

がある場合、

施工方法の制

約を受ける 

埋設物とのク

リアランスの

確保等がある

同 左  同 左 

経

済

性 

工

事

費

・

概

算

比

較

項

目 

管きょ ○  ○ ○ ○  ○ 

マンホール ○  ○ ○ ○  ○ 

土工・土留 ○       

立坑   ○ ○ ○  ○ 

補助工法 ○  ○ ○ ○  ○ 

付帯工 ○  ○ ○ ○  ○ 

工 期 （概 算） 

パーティ数に

より、工期短

縮が可能であ

る 

 

推進工法、シ

ールド工法よ

り短い 

シールド工法

より短い 

一次、二次覆

工があるた

め、他より長

い 

 同 左 

総 合 判 断      
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工 法 検 討 手 順（参 考） 

掘 削 深 ３ ． ８ ｍ 以 下 掘 削 深 ３ ． ８ ｍ 超 え る 

交 通 規 制 等 可 能 交 通 規 制 等 困 難

地 下 埋 設 物 対 策

可  能 困  難 

土 留 工 法 

開

削

工

法

φ８００以上 

立坑設置に伴う用地・交通・家屋への影響等

な し 小 さ い 大 き い

小 口 径 管 推 進 工 法 推 進 工 法

可  能 困 難 

経 済 性 等 比 較 検 討φ ２ ０ ０ ～ φ ７ ０ ０

土  質

自

立

困

難

比

較

検

討

経

済

性

等

ト

ン

ネ

ル

工

法 

シ

ー

ル

ド

工

法 

土

圧

式

推

進

工

法 

泥

水

式

推

進

工

法 

泥

濃

式

推

進

工

法 

刃

口

推

進

工

法 

比

較

検

討

経

済

性

等

補

助

工

法

自

立

可

能

土  質

自

立

困

難

自

立

可

能

砂

礫

玉

石

砂

質

土

  

比

較

検

討

経

済

性

等

低

耐

荷

力

方

式 

鋼

製

さ

や

管

方

式 

高

耐

荷

力

方

式 

土   質 

比

較

検

討

経

済

性

等

ロ

ー

ム
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第３章 管きょの設計 

 

 ３－１ 排除方式 

 排除方式の選定 

  下水の排除方式は、分流式とする。 

  

 ３－２ 計画下水量 

 ３－２－１ 計画下水量の算定 

 （１）雨水管きょ 

    雨水管きょの計画下水量は、合理式に基づく計画雨水量とする。 

 （２）汚水管きょ 

    汚水管きょの計画下水量は、原単位に基づく計画時間最大汚水量と

する。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    計画雨水量として雨水流出ピーク量を算出する場合は、最大計画 

雨水流出量を用いる。３－２－２参照 

 （２）について 

 単位汚水量の算出は次のとおり 

時 間 最 大 汚 水 量 ＋ 地 下 水 量
＝ｍ３/ha･sec    ………（３．１） 

面 積 × ２ ４ × ６ ０ × ６ ０

    計画時間最大汚水量とは、生活汚水量、営業汚水量、工場排水量、

地下水量の和とする。３－２－３参照 

 

 ３－２－２ 計画雨水量の算定 

  最大計画雨水流出量（Ｑ）の算定は合理式による。 

   Ｑ＝ 
１ 

×Ｃ×Ｉ×Ａ                ………（３．２）
３６０ 

ここに Ｑ＝最大計画雨水流出量（ｍ３/sec） 

        Ｃ＝流出係数 
 

        Ｉ＝流達時間内の平均降雨強度 （㎜/時） 

        Ａ＝排水面積 （ha） 

 〔解 説〕 

 （１）雨水流出量（Ｑ）について 

    流出量の算定は、合理式を採用する。 

 

 （２）流出係数（Ｃ）について 

    用途地域ごとにモデル地区を設定し、工種別基礎流出係数により 

   用途地域別流出係数を表３－１のとおり定めた。 
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  表３－１ 用途地域別流出係数（用途地域は計画策定時のもの） 

 用途区分 流出係数  用途区分 流出係数  用途区分 流出係数

市
街
化
区
域 

低層住居専用 0.60 

市
街
化
区
域 

商業地域 0.80 
市
街
化 

公園及び緑地 0.10 

中高層住居専用 0.65 
準工業地域 0.65 用途地域未指定 0.65 

住居地域 0.65 

準住居地域 0.70 工業地域 0.65 
調
整 

調整区域 0.40 

近隣商業地域 0.80 工業専用地域 0.65 公園及び緑地 0.10 

（３）降雨強度（Ｉ）について 

    降雨強度の公式は安全であること、式が簡便で計算が容易である 

ことなどからタルボット型Ｉ＝
ａ  

とする。 
ｔ＋ｂ  

    算定式は過去の気象データより算出した数値を採用し、 

   １時間の平均降雨強度（計画降雨）は 

Ｉ＝ 
４５００ 

＝５１.１㎜/hr（５年確率）となる。 
ｔ＋２８ 

管きょ等の新規施設整備における降雨強度は、計画降雨（51.1 ㎜

/hr）に対し、気候変動を踏まえた 1.1 を乗じた 56.2mm/hr とする。 

 

（４）流達時間（ｔ）    ………（分）について 

    流達時間（ｔ）は流入時間（ｔ０）＋流下時間（ｔ１）より求める。 

    整数止め（少数点以下切り捨て） 

  ア 流入時間（ｔ０） ………（分） 

    雨水が排水区域の最遠隔地点より屋根や庭、道路、その他の表面  

     を流れ、管きょに流入するまでの時間を旧市域・城山地区では８分  

   （津久井地区・相模湖地区・藤野地区は１０分）とする。 

なお、Ｕ字溝の流下時間は考慮しない。 

  イ 流下時間（ｔ１） ………（分） 

ｔ１＝ 
距離（ｍ） 

６０×流速（ｍ/ｓｅｃ） 

  

（５）排水面積（Ａ）について 

    事業認可図書等を遵守するが、現地調査の結果と相違がある場合は 

   計画担当課と協議する。 

    雨水流量計算例を１１－４に示す。 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ220～ 

     相模原市下水道基本計画書 令和３年１０月  

     第３次相模原市雨水対策基本計画 令和５年３月  
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 ３－２－３ 計画汚水量の算定 

 （１）計画汚水量 

    計画汚水量は、原単位を上位計画である相模川流域下水道計画 

   に準じ生活汚水量、営業汚水量、工場排水量、地下水量の種別毎 

   に検討し定めた。 

 

 （２）生活汚水量 

   生活汚水量の原単位は次表による。 

表３－２ 

 生活汚水量原単位 日間・時間変動率 

日平均 ２４０ ℓ /人・日 0.8 

日最大 ３００   〃 1.0 

時間最大 ４５０   〃 1.5 

 

生活汚水量（ℓ /日）＝生活汚水量原単位×計画処理人口 

 

（３）営業汚水量 

   営業多量排水者を除く営業汚水量原単位は次表による。 

表３－３ 

 営業汚水量原単位 日間・時間変動率 

日平均 ２０ ℓ /人・日 0.8 

日最大 ２５   〃 1.0 

時間最大 ４０   〃 1.5 

   ※５０㎥/日以上で発生源の特定できる事業所は点投入する。 

 

営業汚水量（ℓ /日）＝営業汚水量原単位×計画処理人口（＋多量 

排水量） 

 

（４）工場排水量（50m3/日未満） 

   工場排水量の原単位は次表による。 

表３－４ 

    敷地面積当り原単位 日間・時間変動率 

日平均 ３０ ㎥/日・ha 1.0 

日最大 ３０   〃 1.0 

時間最大 ６０   〃 2.0 

※開発区域の新規工場は４５㎥/日・ha とする。 

 

（５）地下水量 

   地下水量原単位は、日変動、時間変動を考慮せず、３５ℓ /人・日 

とする。 

〔解 説〕 

 （１）について 

   計画汚水量は、一般家庭から発生する「生活汚水量」、事務所及び飲

食店等から発生する「営業汚水量」、工場から発生する「工場排水量」

及び管きょの構造的な問題でやむを得ず流入してくる「地下水量」を合

わせたものとする。 
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 （２）について 

   生活汚水量原単位については、平成２９年度までの実績値を用いた推

計では、おおむね減少傾向が見られた。 

  併せて、上位計画では、他市町の予測結果と節水機器の動向等を調査

して将来の生活汚水量原単位を設定していることから、本市においても、

上位計画値を考慮して３００ℓ /人・日（日最大）を決定値とする。 

「なお、時間変動率は上位計画と同様に日平均：日最大：時間最大＝

0.8：1.0：1.5 とする。」 

   生活汚水量（ℓ /日）＝ 生活汚水量原単位×計画処理人口（用途地域

別計画人口密度×用途地域別面積） 

 （３）について 

   上位計画では発生汚水量が５０㎥/日（日平均）以上で発生源が特定

できる事業所を点投入として扱うことで、商業活動が盛んな地点とその

他の地域とで営業汚水量に差をつけることとしている。 

   多量排水量を除く営業汚水量原単位は、水量に余裕を見込んで上位計

画値を採用し、２０ℓ /人・日（日平均）とする。    

 （４）について 

   工場排水量の算定は、排水量が５０㎥/日（日平均）を超える既存工

場については、多量排水者とし、それ以外の既存工場及び新規工場につ

いては工場排水量原単位を用いるものとする。 

   工場排水量は、操業日間の変動がほとんどないため、一般的に日平均

と日最大の変動はないものとして計画し、時間最大汚水量については、

１２時間排水として日最大の２倍として計画する。（日平均：日最大：

時間最大＝1.0：1.0：2.0） 

 （５）について 

   地下水量の算定は、「下水道施設計画・設計指針と解説」の下限値で

ある、生活・営業汚水量原単位（日最大）の１０％と設定し、地下水の

日変動、時間変動は考慮せず、地下水量原単位３５ℓ /人・日とする。 

   地下水量の時間変動率 日平均：日最大：時間最大＝1.0：1.0：1.0 

   地下水量（ℓ /日）＝地下水量原単位×計画処理人口 

 

出典：相模原市下水道基本計画書 令和３年１０月  

    相模川流域下水道事業計画 令和２年 

    下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ56～ 
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 ３－３ 管きょの余裕 

 （１）汚水管きょ 

    管径別に、計画汚水量の１００％、５０％以上１００％以下、２

５％以上５０％以下の余裕を取って、管断面を決定する。 

 （２）雨水管きょ 

    余裕を見込まずに管断面を決定する。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

管 径 余 裕 

φ２００～φ７００ｍｍ未満 １００％ 

φ７００～φ１,６５０ｍｍ未満 ５０％以上１００％以下 

φ１,６５０～φ３,０００ｍｍ以下 ２５％以上５０％以下 

  

出典：相模原市下水道基本計画書 令和３年１０月  

 

 ３－４ 管きょの流量計算 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 〔解 説〕 

   管きょの断面積において円形管は満流、矩形きょは９割、馬ていきょ 

  は８割水深として設計を行う。 

          Ｑ＝流量（ｍ３/sec）………少数３位（４位四捨五入） 

          Ｖ＝流速（ｍ/sec） ………少数２位（３位四捨五入） 

          Ａ＝流水の断面積（㎡） 

          ｎ＝粗度係数 

          Ｒ＝径深(ｍ)………………（Ａ/Ｐ） 

          Ｐ＝流水の潤辺長（ｍ） 

          Ｉ＝勾配……………………少数１位（２位四捨五入） 

  ※ 主な粗度係数(n) 

 鉄筋コンクリート管、ボックスカルバート、馬ていきょ………０.０１３ 

 硬質塩化ビニル管……………………………………………………０.０１０ 

 

出典：相模原市下水道基本計画書 令和３年１０月  

 管きょの流下量の算定は、以下の公式を用いる。 

（１）クッターの公式 

   Ｑ＝Ａ・Ｖ 

Ｖ＝ 

２３ ＋ 
１ 

＋
0.00155  

× Ｒ×Ｉ 
ｎ Ｉ 

 １＋（２３ ＋ 
0.00155

）×
ｎ 

Ｉ √Ｒ 

                        ………（３．３） 
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 ３－５ 流速および勾配   

（１）流速 

   汚水管きょ、雨水管きょは原則として０.８ｍ/sec～３.０ｍ/sec（満

流）とする。これにより難い場合は下水道管理者と協議のうえ決定す

る。 

（２）流速及び勾配 

   流速は、下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に

  緩くなるようにする。これにより難い場合は下水道管理者と協議のうえ

決定する。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    理想的な流速は１ .０ｍ /sec から１ .８ｍ /sec 程度である。 

（２）について 

  ア 汚水管きょφ２００㎜(硬質塩化ビニル管)の場合は３.５‰以上と

する。 

（最小流速Ｖ＝0.8ｍ/sec を確保する。） 

     ただし、最上流１スパンは流速確保のため２‰の増をする。 

  イ 勾配の決定に際しては、地形勾配と土被り・流速等の条件を考慮し 

    下流に行くに従い上流管の勾配以下とする。 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ292～  

 

 ３－６ 管きょの種類および継手 

（１）管きょには次のものを標準とする。 

   本  管………鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニル管、 

         ボックスカルバート 

   取付管等……硬質塩化ビニル管 

（２）継 手 

   継手にはソケット、鋼製カラーなどの継手がある。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    表３－５参照 

 （２）について 

    継手からの地下水流入が比較的多いため、各種継手の施工方法には 

   十分な配慮が必要である。 
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   表３－５ 

長･短所 

管 種 
長    所 短    所 

 鉄筋 

 コンクリート管 

①管の種類が多く容易に得ら

れる。 

①化学抵抗性が低い。 

②取付け管接続が容易でな

い。 

 既製ボックス 

 カルバート 

①土被りが取れず、活荷重の

受けやすい場所に有利であ

る。 

②変形断面が可能である。 

①他の製品に比べて高価であ

る。 

②JIS の規格が無い。 

③製造各社によって品質にバ

ラツキがある。 

 硬質 

 塩化ビニル管 

①継手部の水密性が高い。 

②粗度係数が小さく緩勾配で

も所定の流速が得られる。 

③軽量で扱いやすく、工期短

縮に有利である。 

①紫外線で変質(硬化)しやす

いため、保管に十分留意する

必要がある。 

 ※ この他に現場打ちボックスカルバート、陶管、ＦＲＰ、リブ付硬質 

塩化ビニル管等がある。 

 

 ３－７ 管きょの断面・形状 

（１）管きょの断面・形状 

   管きょの断面は、円形、く形、馬てい形とする。 

（２）最小管径 

   本管の最小管径は、汚水管きょが２００ｍｍ、雨水管きょが２５０

ｍｍ、圧送管きょが７５ｍｍをそれぞれ標準とする。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

  ア 円形 

    一般に内径 3,000mm 程度まで工場製品が使用できるので、工期が 

   短縮できる。力学上の計算が簡単である。 

  イ く形 

    築造場所の土被り及び幅員に制限を受ける場合に有利で、工場製 

   品もある。力学上の計算が簡単である。 

 

  ウ 馬てい形 

    大口径管きょに有利で、経済的である。上半部アーチ作用によって 

   力学上、有利である。 
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 （２）について 

 下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ302 による。  

 

 ３－８管きょの占用位置 

 ３－８－１ 埋設位置 

 （１）埋設用地 

    用地は原則として道路法が適用される道路とする。 

 （２）埋設位置 

    道路管理者をはじめ、関係諸機関と調整する。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    民有地にやむを得ず埋設する場合は、土地使用承諾、又は権利の 

   設定もしくは、買収のいずれかにより土地を使用する。 

   ※ 汚水管きょを私道に設置する場合は｢私道内設置に関する要綱｣に

よる。（１０-８ 公共下水道（汚水）の私道内設置可否フローチャー

ト参照） 

 （２）について 

    現場に於て十分調査し計画図を作成し、維持管理を考慮し、関係 

   各機関と調整し定めるものとする。 

   （地下埋設物配置標準図参照 路政課） 
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 ３－８－２ 土被り 

  市道の本管の土被りは次のとおりとする。 

 （１）車道の場合     １.５ｍ以上 

 （２）歩道の場合     １.２ｍ以上 

   ただし市道については、φ３００ｍｍ以下の管きょについて 

  道路管理者の立場では下記のとおり浅くできる規定がある。 

    Ｎ７舗装・・・・土被り １.２０ｍ超 

    Ｎ６舗装・・・・土被り １.１０ｍ以上 

    Ｎ５舗装・・・・土被り ０.９５ｍ以上 

    Ｎ４舗装・・・・土被り ０.８５ｍ以上 

    Ｎ３舗装・・・・土被り ０.７０ｍ以上 

    Ｎ２舗装・・・・土被り ０.６４ｍ以上 

    Ｎ１舗装・・・・土被り ０.６０ｍ以上 

    歩道舗装・・・・土被り ０.６０ｍ以上 

    コンクリート表面処理・・土被り ０.７５ｍ以上 

 

＊  ただし、次の条件を満たすものとする。 

（１）埋戻し材料は再生砕石ダストまたは砕石ダスト 

        とする。 

（２）下水道管に外圧１種ヒューム管を用いる場合は、 

   土被り１ｍ以下としないこと。 

 〔解 説〕 

   道路管理者と協議する。道路法施行令第１１条参照 

   県道 道路占用許可基準のとおりとする。 

   国道 管理者と協議する。（10-３ 道路管理者等一覧表参照） 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ303～ 

 

 ３－９ 管きょの接合 

 （１）管きょの接合は管頂接合とする。 

 （２）管きょの流入角度 

  〔解 説〕 

（１）について 

    接合の方法には水面接合、管頂接合、管中心接合、管底接合がある

が水理計算の容易性及び施工性を考慮し決定した。 

    開削工法でのマンホールでの縦断落差は２０mm とする。 

    推進工法でのマンホールでの縦断落差は８－２－５を参照。 

  （２）について 

    管きょが合流する場合は、流水を円滑にするよう接合しなければな

らない。図３－１に示すように、中心角が管きょに対し９０度以上と

なるよう計画する。また、図３－２に示すように、中心角が管きょに

対し９０度以下になる場合は、２段階で曲折することを標準とする。 
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ただし、道路状況等により上記により難い場合には、マンホールの形

状及び設置箇所、マンホール内のインバートなどで対処することも検討

する。 

    

 

      図３－１            図３－２ 

  ※会合するマンホール内で十分な落差が確保できる場合はこの限りでは

ない。 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ307～310 
      相模原市下水道基本計画書 令和３年１０月  

 

３－１０ 管きょの基礎 

 〔解 説〕 

   管きょの布設にあたり、基礎工は条件により決定すべきであり、その 

  工法について十分検討し選択する。 

   基礎の良し悪しによって、管きょの不等沈下を生じ、ひび割れ、下水 

  の停滞等、維持管理上、重大な障害となるので特に重視しなければなら 

  ない。  

 （１）について 

  ア 基礎は砂基礎を標準とし、基礎厚は最小１０㎝とする。 

  イ 基礎厚については、表３－６, 表３－７参照 

  出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年度版 P312～ 

 

 ３－１０－１ 管きょの基礎の種類 

  目的に応じて次の基礎を施す。 

 （１）管体の補強 

  ア 砂基礎 

  イ コンクリート基礎 

 （２）沈下の防止 

  ア はしご胴木基礎 

  イ くい打ち基礎 

  ウ コンクリート基礎 
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表３－６ 下水道用鉄筋コンクリート管の砂基礎厚 

日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ａ－１) 

単位：㎜ 

管内径 管厚 外径 外径の 20％ 決定基礎厚

250 28 306 61.2 100 

300 30 360 72.0 100 

350 32 414 82.8 100 

400 35 470 94.0 100 

450 38 526 105.2 150 

500 42 584 116.8 150 

600 50 700 140.0 150 

700 58 816 163.2 200 

800 66 932 186.4 200 

900 75 1050 210.0 250 

1000 82 1164 232.8 250 

1100 88 1276 255.2 300 

1200 95 1390 278.0 300 

1350 103 1556 311.2 350 

※ 管きょの基床厚は管外径（カラーは含まない）の２０％ 

（５㎝切上）とする。 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ313～ 

 

 表３－７ 下水道用硬質塩化ビニル管の砂基礎厚 

日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ｋ－１) 

 単位：㎜ 

管内径 管厚 外径 外径の 20％ 決定基礎厚 

200 6.5 216 43.2 100 

250 7.8 267 53.4 100 

300 9.2 318 63.6 100 

350 10.5 370 74.0 100 

400 11.8 420 84.0 100 

450 13.2 470 94.0 100 

500 14.6 520 104.0 150 

600 17.8 630 126.0 150 

※ 管きょの基床厚は管外径の２０％（５㎝切上）とする。 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ315～ 

     下水道用硬質塩化ビニル管 技術資料 平成 29 年 7 月 

（塩化ビニル管・継手協会） 施工編Ｐ21 
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 ３－１０－２ 剛性管の基礎の検討 

  次の式を満足するように基礎形状を考慮する。 

    ｆ≦ 
Ｍr 

……………………………………………（３．４） 
Ｍ 

      ｆ  ：安全率 １.２５とする。 

  ここに Ｍr  ：管体の有する抵抗曲げモーメント（ｋＮ・ｍ） 

      Ｍ  ：管体に生じる最大曲げモーメント（ｋＮ・ｍ） 

 〔解 説〕 

   ｆについては、日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ａ－１)  

   Ｍr、Ｍは次の式で表せる。 

   Ｍr ＝0.318ＱＲ＋0.239ＷＲ …………………………… （３．５） 

   Ｍ  ＝ｋqＲ２    ………………………………………… （３．６） 

   ここに Ｑ：外圧強さ（ｋＮ/ｍ）（ひび割れ荷重による） 

       Ｒ：管厚中心半径（ｍ） 

       Ｗ：管の自重（ｋＮ/ｍ） 

       ｋ：管の支承条件による係数 

       ｑ：等分布荷重（ｋＮ/ｍ２） 

         ｑ＝ω＋ｐ（ｋＮ/ｍ２） 

       ω：埋戻し土による鉛直等分布荷重（ｋＮ/ｍ２） 

       ｐ：活荷重（ｋＮ/ｍ２） 

 

（１）ｋについて 

 ア 砂基礎の場合 

  施工支承角は３６０°であるが、 

  計算上は１２０°と考え、 

  ｋ＝０.２７５とする。              砂基礎 

 イ コンクリート基礎の場合   

        表３－８ 

支承角 ｋ 

90° 0.303 

120° 0.243 

180° 0.220 

 

  出典：道路土工 カルバート工指針 平成 22 年 3 月 Ｐ183～ 

     日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ａ－１) 

 

 

コンクリート基礎
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（２）ωについて 

   開削工事(アルミ矢板建込み工法)、及びライナープレート工法の 

場合は下水道協会式の矢板引抜きを行わない場合を適用する。 

出典：管種基礎判定図 平成 2 年 3 月 東京都都市計画局 Ｐ32 

 

（３）ｐについて 

   活荷重については道路管理者の指示、あるいは道路状況により荷重を 

  使い分けする。 

 ３－１０－３ 可とう性管の基礎の検討 

    次式により曲げ応力及びたわみ率を求める。 

 （１）曲げ応力 σ＝ 
Ｍ  

Ｚ 

   許容曲げ応力は１７.７Ｎ/㎜２とする。 

   ここに Ｍ：管長１cm 当たりに生じる曲げモーメント(Ｎ･㎜/㎜) 

       Ｚ：管長１cm 当たりの断面係数(㎜３/㎜) 

 （２）たわみ率 Ｖ＝ 
δ 

×１００ 
２Ｒ

   許容たわみ率は５％とする 

   ここに δ：たわみ量(㎜) 

       Ｒ：管厚中心半径(㎜) 

 〔解 説〕 

 （１）について 

   Ｍは次の式で表せる。 

   Ｍ＝(ｋ１･q＋ｋ２･ｐ)Ｒ２ 

   ここに ｋ１ ：埋め戻し土による曲げモーメント係数 

             ｋ２ ：活荷重による曲げモーメント係数 

             ｑ  ：埋戻し土による鉛直土圧（Ｎ/㎜２) 

             ｐ  ：活荷重による鉛直土圧（Ｎ/㎜２) 

      なお、ｑは直上土圧公式によるものとする。 

              ｑ＝γ・Ｈ 

 （２）について 

   δは次の式で表せる。 

δ＝(Ｋ１･q＋Ｋ２･ｐ) 
Ｒ４ 

Ｅ×Ｉ

      ここに Ｋ１  ：埋め戻し土による鉛直方向のたわみ係数 

             Ｋ２ ：活荷重による鉛直方向のたわみ係数    

             Ｅ  ：硬質塩化ビニルの弾性係数 

             Ｉ  ：管長１cm 当たりの断面２次モーメント 

      計算に使用する係数、寸法は次表を使用する。 
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      表３－９ 

 施工支承角 

     θ 

 有効支承角 

    ２α 

 管の 

 位置 

曲げモーメント係数 たわみ係数

    ｋ１    ｋ２ Ｋ１ Ｋ２

    360 ﾟ     120 ﾟ 
 管頂    0.107   0.079 

 0.07  0.03
 管底    0.121   0.011 

 

      表３－１０ 

呼び径  

管の寸法  管厚中心半径 断面２次モーメント  断面係数

外径

Ｄ  
（㎜)

厚さ  
ｔ  

(㎜) 

Ｒ

＝  
Ｄ－ｔ  

  Ｉ＝
ｔ３  

Ｚ＝  
ｔ２

 ２  １２ ６

(㎜) (㎜４/㎜) (㎜３/㎜)

200 216 7.0 104.5 28.6  8.17 

250 267 8.4 129.3 49.4 11.8 

300 318 9.9 154.1 80.9 16.3 

350 370 11.2 179.4 117 20.9 

400 420 12.6 203.7 167 26.5 

450 470 14.1 228.0 234 33.1 

500 520 15.6 252.2 316 40.6 

600 630 19.2 305.4 590 61.4 

 

出典：道路土工 カルバート工指針 平成 22 年 3 月 Ｐ229～ 

   日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ｋ－１)  

 

３－１１ ボックス・カルバートの構造計算 

 ボックス・カルバートの構造計算は、国土交通省（旧建設省）の土木 

構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［ボック

ス・カルバート・擁壁編］を参考にする。 

 〔解 説〕 

 本手引きは、「土木構造物設計マニュアル（案）」及び「道路土工―

カルバート工指針」等に基づき作成したものである。一方、特殊マン

ホールの構造計算に準用する東京都下水道局の手引きとは関連諸規準

が必ずしも一致してはいないが、それぞれの手引きに従って計算をす

ること。 
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３－１２ 耐震設計 

 

 ３－１２－１ 基本的な考え方 

  管路施設は、その重要度によって要求される耐震性能を設定し、地震

後の必要となる機能を確保できるように耐震設計を行うことを基本とす

る。なお、耐震設計は、公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道施

設の耐震対策指針と解説」（最新号）（以下、「耐震対策指針」という。）

を準拠する。 

 

〔解 説〕 

本市において、平成 13 年度より管路施設の重要度評価等に着手し、

平成 14 年度には幹線管路施設に対して「下水道管路施設耐震設計マニ

ュアル」（以下、「耐震設計マニュアル」という。）が作成された。耐震

設計マニュアルでは、地盤モデル及び管路施設ごとに耐震計算を実施し、

耐震性能の概略評価を行っていたが、個々に耐震計算を行う必要がある

ことから、耐震対策指針を準拠することを基本とした。  
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 ３－１２－２ 重要度評価 

  本市における耐震設計の重要度評価は、耐震対策指針に基づき、「重要

な幹線等」と「その他の管路」に区分する。 

  なお、「重要な幹線等」はレベル１地震動に対して設計流下能力を確保

するとともに、レベル２地震動に対して流下機能を確保する。「その他の

管路」は、レベル１地震動に対して設計流下能力を確保する。 

 

 （１）重要な幹線等（レベル１・レベル２） 

指針で示されている項目 本市における重要度評価 

流域幹線の管路 該当無し 

ポンプ場・処理場に直結する幹

線管路 

下水道法事業計画で位置づけら

れた汚水の主要な管きょ※ 

 

河川・軌道等を横断する管路で

地震被害によって二次災害を誘

発するおそれのあるもの及び復

旧が極めて困難と予想される幹

線管路等 

河川を横断する管路、及び鉄道

を横断する管路 

被災時に重要な交通機能への障

害を及ぼすおそれのある緊急輸

送路等に埋設されている管路 

地域防災計画で定められている

緊急輸送路下に埋設されている

管路 

相当広範囲の排水区を受け持つ

吐け口に直結する幹線管路 

下水道法事業計画で位置づけら

れた雨水の主要な管きょ ※ のう

ち、計画断面を有する管路 

防災拠点や避難所、又は地域防

災対策上必要と定めた施設等か

らの排水をうける管路 

地域防災計画で位置づけられた

防災拠点及び避難所の排水を受

ける管路 

（接続点までのルート全てが対

象） 

その他、下水を流下収集させる

機能面から見てシステムとして

重要な管路 

ポンプ場及びマンホールポンプ

からの圧送管 

 ※予定処理区域面積又は予定排水区域面積が 20ha 以上を受け持つ管路 

  （管きょ番号が「◎」で図示されているもの） 

 

 （２）その他の管路（レベル１） 

 「その他の管路」については、「重要な幹線等」を除く管路施設とする。

〔解 説〕 

  重要度評価については、耐震対策指針にて示されている項目を基に、

本市における重要度評価を決定した。決定する上で、相模原市下水道施

設地震対策事業計画（平成 26 年 3 月発行）を基とした。 

 

 （１）レベル１地震動・レベル２地震動 

レベル１地震動は、供用期間内に 1～2 度発生する確率を有する地震

動であり、レベル２地震動は、陸地近傍に発生する大規模なプレート境

界型地震や直下型地震のように、供用期間内に発生する確率は低いが大
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きな強度を持つ地震動である。 

出典：下水道施設の耐震対策指針と解説 2025 年版 Ｐ31～ 

 

 ３－１２－３ 耐震計算マトリックス表 

  耐震計算は、管の材料・継手の種類ごとに地震時の材料の挙動、発生

する応力度等の性質を考えて管種を分類し、管の重要度（「重要な幹線

等」、「その他の管路」）ごとに行う。 

〔解 説〕 

耐震計算マトリックス表については、表３－１１、表３－１２参照。 

表中 L12（+）または L1（+）の「条件により耐震計算を簡略化できる

もの」については、以下の条件①～⑦を満たす小口径の差し込み継手管

きょの場合、耐震計算を省略することができる。 

①管径がφ700 ㎜以下であること。 

②管きょの埋設線形がほぼ直線であり、急曲線が含まれないこと。 

③管路周辺の表層地盤が均一と見なせる地盤であること。 

④極端な軟弱地盤あるいは特殊な地盤でないこと。 

⑤推進工法において、地盤に硬軟の急変化部がないこと。 

⑥土質、土被り、耐震検討上の工学的基盤深さ等の地盤条件が急変し

ていないこと。 

⑦液状化しない地盤もしくは地盤改良等により液状化しない地盤と見

なせること。 

出典：下水道施設の耐震対策指針と解説 2025 年版 Ｐ131～ 
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⑮

⑯

⑰

⑱

④

③

⑧

⑨

⑩

⑪

⑦

⑥

⑤

⑫

⑬

⑭

鋼製セグメント

開きょ

二次製品ボックスカルバート

現場打ちボックスカルバート

組立式（二次製品）

現場打ち式（矩形マンホール）

現場打ち式（円形マンホール）

抜出し量

L12：レベル1・レベル2共に検討する項目
L2 ：レベル2を検討する項目
-   ：耐震検討を必要としない項目
※ ：検討方法が十分確立されていないため、必要に応じて動的
　　　解析法など他の方法を用いることが望ましい。
+   ：条件により耐震計算を簡略化できるもの
　　 （4.2.1検討項目と耐震対策を参照）
*   ：地盤の硬軟急変化部等、計算不要の場合もあるので本文解
      説を参照する。

既設の現場打ちの特殊マンホールやボックスカルバート等は処理場・ポンプ場
施設の耐震性能照査を参照すること。

【凡例および注意点】

①

② 遠心力鉄筋コンクリート管（推進用）

遠心力鉄筋コンクリート管（開削用）

ポリエチレン管

鋼管

表３－１１　耐震計算マトリックス表（重要な幹線等の場合）

耐荷力 応力度

c.鉛直断面の強度 d.管軸方向の強度

管体ひずみ 応力度屈曲角 抜出し量

（地震動による）

抜出し量

ダクタイル鋳鉄管（JSWAS　G-1・G-2のⅡ類（自

然流下用））

抜出し量

f.地盤の硬

軟急変化・

急曲線等
（永久ひず

みによる）

e.傾斜地
（傾斜地盤）

a.マンホールと管きょの

接続部

b.管きょと管きょの

継手部

（地震動による）

屈曲角

g.液状化の

判定（FL

値）

抜出し量 屈曲角 抜出し量

（永久ひず

みによる）
（地盤沈下による）

h.液状化地盤の場合

（FL値≦1.0）

強化プラスチック複合管

硬質塩化ビニル管（ゴム輪接合管路）

陶管（開削用）

矩形
きょ

シー

ルド管

きょ

一体
構造
管
きょ

差し
込み
継手
管
きょ

ダクタイル鋳鉄管（JSWAS　G-1・G-2のⅠ類（圧

送用））

硬質塩化ビニル管（接着接合管路）

コンクリート系セグメント

i.鉛直断面

L12 L12

- -

開口量 応力度

- -

-

j.水平

断面

応力度

k.液状化の

判定（FL

値）
　　　　　管路施設

検討項目　　　

マン
ホー
ル

- L12 L12 L2

L12(+) L12(+)

L12(+) L12(+)

L12(+) L12(+)

L12(+) L12(+) L12(+) - - - L2 L12(*) L2 L2 L2 L2

L12(+) L12(+) L12(+) - - - L2 L12(*) L2 L2 L2 L2

L12(+) L12(+) L12(+) - - - L2 L12(*) L2 L2 L2 L2

L12(+) L12(+) L12(+) L12(+) - - - L12(+) L2 L12(*) L2 L2 L2 L2

L12(+) L12(+) L12(+) L12(+) - L12(+)

（近似式）
- - L2 L12(*) L2 L2 L2 L2

L12(+) L12(+) L12(+) L12(+) - L12(+)

（近似式）
- - L2 L12(*) L2 L2 L2 L2

L12 L12 - L12 - L12

（ﾌﾚｰﾑ）
- L12 - L12(※) L2 L2(※) L2(※) L2(※)

L12 L12 - L12 - L12

（ﾌﾚｰﾑ）
- L12

L2(締固めなし

は検討)
L12(※) L2

L2(締固め

では※)

L12 L12 - L12 - L12

（ﾌﾚｰﾑ）
L2

L2(現場打

ち式は※)

L2(現場打

ち式は※)

L2(現場打

ち式は※)

L2(締固め

では※)

L2(締固め

では※)

- - - L12

（ﾌﾚｰﾑ）

L2(⑧に準

ずる)
L12(※)- L12

- L12 - L12(※) L12 L12(※) L12(※) L12(※)

L12 L12 - - - L12

（ﾌﾚｰﾑ）
- L12 - L12(※) L12 L12(※) L12(※) L12(※)

- L2 L2 - L2-L12

- - L2

- - - - -

L12 L12 - - L12

L12L12 - - -

L2

- - -

L2 -

L12

L12

- -

- -

- -

- -

-

-

検討項目　　　

　　　　　管路施設

- L12 L12

- -

L12

L12

L12

L2

L12

L12 L12 L12 L2

- -
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⑱ 組立式（二次製品） L1 L1 L1 L1（#）

L1 ：レベル1を検討する項目
-　：耐震検討を必要としない項目
+　：条件により耐震計算を簡略化できるもの
　　 （4.2.1検討項目と耐震対策を参照）
#　：「g.液状化の判定」の結果、液状化が発生すると判定された
　　　場合には必要に応じて、第8節 液状化対策に示すような対
　　　策を行う。

L1 L1（#）

⑰ 現場打ち式（矩形マンホール） - L1 L1 L1（#）

　　　　　管路施設 開口量 応力度 応力度

マン
ホー
ル

⑯ 現場打ち式（円形マンホール） - L1

- L1（#） - - -

検討項目　　　 i.鉛直断面
j.水平

断面
k.液状化の

判定（FL

値）

【凡例および注意点】

- - - - - -

- L1（#） - - -

⑮ ポリエチレン管 - - -

- - - - - -

- L1（#） - - -

⑭ 鋼管 - - -

- - - - - -

- L1（#） - - -

⑬
ダクタイル鋳鉄管（JSWAS　G-1・G-2のⅠ類

（圧送用））
- - -

- - - - - -

L1（#） - - -

一体
構造
管
きょ

⑫ 硬質塩化ビニル管（接着接合管路） L1 L1 -

- - - - - -⑪ コンクリート系セグメント L1 L1 - -

- - L1（#） - - -- - - - - -

- L1（#） - - -

シー

ルド管

きょ

⑩ 鋼製セグメント L1 L1

L1 - - - - -

- L1（#） - - -

⑨ 開きょ L1 L1 -

L1 - - - - -

- L1（#） - - -

⑧ 二次製品ボックスカルバート L1 L1 -

L1 - - - - -

L1（#） - - -

矩形
きょ

⑦ 現場打ちボックスカルバート L1 L1 -

- - - - - -

L1（#） - - -

⑥
ダクタイル鋳鉄管（JSWAS　G-1・G-2のⅡ類

（自然流下用））
L1(+) L1(+) - -

- - - - - -

L1（#） - - -

⑤ 強化プラスチック複合管 L1(+) L1(+) L1(+) L1(+)

- - - - - -

L1（#） - - -

④ 硬質塩化ビニル管（ゴム輪接合管路） L1(+) L1(+) L1(+) L1(+)

- - - - - -

L1（#） - - -

③ 陶管（開削用） L1(+) L1(+) - -

- - - - - -

L1（#） - - -

② 遠心力鉄筋コンクリート管（推進用） L1(+) L1(+) - -

- - - - - -

抜出し量 屈曲角 抜出し量

差し
込み
継手
管
きょ

① 遠心力鉄筋コンクリート管（開削用） L1(+) L1(+) - -

耐荷力 応力度 管体ひずみ 応力度 抜出し量 抜出し量

（地震動による） （地震動による）
（永久ひず

みによる）

（永久ひず

みによる）
（地盤沈下による）

　　　　　管路施設
屈曲角 抜出し量 屈曲角 抜出し量

表３－１２　耐震計算マトリックス表（その他の管路の場合）

検討項目　　　
a.マンホールと管きょの

接続部

b.管きょと管きょの

継手部
c.鉛直断面の強度 d.管軸方向の強度

e.傾斜地
（傾斜地盤）

f.地盤の硬

軟急変化・

急曲線等

g.液状化の

判定（FL

値）

h.液状化地盤の場合

（FL値≦1.0）
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 ３－１２－４ 地震対策 

  重要な幹線等及び下水道法事業計画で位置づけられた汚水幹線におい

ては、耐震計算結果の合否に関わらず、耐震性能を有した可とう性継手

を設置する。ただし、可とう管等により対策を行っている場合は、この

限りではない。 

〔解 説〕 

  本市の一部の地盤条件では、耐震計算結果から耐震対策をする必要が

ないと判断されることがあるが、重要な幹線等が地震により破損した場

合、社会的に与える影響が大きいことから、耐震性能を有した可とう性

継手を設置することを基本とする。 

可とう性継手設置基準フローについては、表３－１３参照。 
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※開削工法用可とう性継手 ※推進工法用可とう性継手

○ ×

可とう管等により、対策を行っているか

重要な幹線等 その他の管路

表３－１３　可とう性継手設置基準フロー

汚水幹線
汚水幹線以外の管

路

×

下水道管設置工法

開削工法 推進工法

○

→ YES

↓ NO
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３－１３ 設計図面 

 ３－１３－１ 図面の形状寸法 

  図面の作成にあたっては、「ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン

（案）」（相模原市）及び「ＣＡＤ製図基準（案）」（国土交通省）によるも

 のを標準とする。 

 〔解 説〕 

 （１） 図面の大きさはＡ１とし、平面図の縮尺は５００分の１、 

    縦断図の縮尺は縦１００分の１、横５００分の１とする。 

 （２） 詳細の寸法は次のとおりとする。 

 図３－１ 

 

 

 

 

                       図３－２ 

 

 

 

 

 

 図３－３ 路線番号表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○○年度  

工事名  

図面名  

作成年月日 

縮  尺        図面番号 

会社名  

事業者名    相 模 原 市  

１ ０ ０  
路 線 番 号  

管径  
勾配  

流速  
流量  

地 盤 高  

土 被 り  

管 底 高  

床 掘 深  

基 礎 下 面 高  

追 加 距 離  

単 距 離  

測 点  

１
５

 

３ ５     １ ０  

１
７

６
０

 
舗装種 別

工 法

管種・管基礎

１
０

 
１

０
 

１
０

 
１

０
 

１
０

 
１

０
 

１
０

 
１

０
 

１
０

 
１

０
 

１
０

 

６
０

 

１
５

 
１

５
 

１
５

 
１

５
 

１
５

 
１

５
 

１
５

 
１

５
 

１
５

 
１

５
 

５
 

２
 

１
３

 

１ ０ ０  

２２２２２

１
０

 

３ ０  ３ ０  ２ ０  ２
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 ３－１３－２ 図面の取り決め 

 （１）平面図には次のものを記載する。 

   平面図、標準横断図、路線番号表、案内図、凡例、その他 

 （２）縦断図には次のものを記載する。 

   縦断図、路線番号表、案内図、その他 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    平面図における記号は次のものとする。 

  ア 管きょ等 

   ◎         路線番号(汚水幹線、ただし既設は破線) 

   ○           〃    (汚水枝線、        〃      ) 

   □         路線番号(雨水幹線、ただし既設は破線) 

   □           〃    (雨水枝線、        〃      ) 

                   提案路線(幹線の場合は倍の太さ) 

                       既 設 管(    〃          ) 

   〇  ６００    円 形 管(数字は管内径･単位㎜以下同) 

   □ 1,000×1,000  矩形きょ（   〃 内法・幅×高さ） 

     1,800×1,800  馬蹄形きょ(  〃   〃      〃  ) 

3,000

2,200
×1,800 開きょ  (  〃

  上幅 

  下幅 
×高さ ) 

 

  イ マンホール 

   ③         標準マンホール : ０～７号（数字は型式） 

   ○         小型マンホール 

   □         特殊１号マンホール 

      □ 1,800×1,800  特殊角形マンホール（  〃   内径・縦×横） 

      □         特殊マンホール 

  ウ ます及び取付管 

   汚水ます及び取付管 

      ●         新  設 

      ○          〃 (ますは既設の場合) 

      ○         既  設 

   雨水ます及び取付管 

   ■ 

   □         上に同じ 

   □ 

 

特  

△  

1 
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  エ その他 

     ○       副管付マンホール 

     ○Ｐ        ポンプ場又はポンプ施設 

 

             上越し交差(取付管は含まず) 

             下越し交差(      〃      ) 

 

             伏越し 

 

             吐け口 

 

    ○ ２００㎜    管径（㎜） 

      ３.５‰    勾配 (‰) 

      ５０.０ｍ   距離 (ｍ) 

 

  オ 引き出し線による表示 

 

         ③ 

              (マンホール番号) 

               Ｎｏ．２ 

  カ 地下埋設物 

                     Ｎ Ｔ Ｔ 

                     東  電 

        ○○○              ３２ 

   ガ    ○○                   ４０ 

   ス    ○                         ５０ 

   管                              ８０ 

                               １００ 

        (○)                     １５０ 

        (○○)                   ２００ 

       〈○〉                     ３００ 

        [○]                     ５００ 

       （中）         中圧管  
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        Ｋ          鋼管 

        ＤＧ         鋳鉄管 

        ＴＭ         ダクタイル管 

         ￮          水抜き 

Ｋ↓ 
1.2 

    管種方向官民境よりのはなれ及び土被り 
0.8 

 

 

                   ５０ 

                   ７５ 

   水              １００ 

   道    (-)        １５０ 

                 --             ２００ 

                (--)            ２５０ 

                 ---            ３００ 

                 ＋             ４００ 

        Ｃ        高級鋳鉄管 

        ＶＧ       ビニルライニング鋼管 

        Ｄ        ダクタイル鋳鉄管 

        Ｓ        鋼管 

        Ａ        石綿セメント管 

        Ｐ        ポリ管 

        Ｓ        スリュースバルブ 

                 (             管止 

              Ｃ↓100 120     管種方向離れ土被り 

                 下           下水管 

 

  (２) について 

      縦断図には次の項目を記載する。 

    路線番号、管径、勾配、流速、流量、地盤高、土被り、管底高、床掘深、

基礎下面高、追加距離、単距離、測点、舗装種別、工法、管種、管基礎、

空伏延長、柱状図、マンホール種別、マンホール深さ、マンホール蓋規格 
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第４章 マンホール 

 

 ４－１ マンホール 

 ４－１－１ 配 置 

 （１）マンホールは、管きょの起点及び方向・勾配・管径の変化する箇

所、段差の生ずる箇所、将来管きょの流入がある箇所及び管きょの

会合箇所に設ける。 

 （２）マンホールは、管きょの直線部において管径別により、 

   表４－１の範囲内の間隔で設けることを標準とする。 

 〔解 説〕 

   マンホールは管きょ内の点検、清掃のため必要であるばかりでなく、 

  管きょの接合、会合のため必ず設置しなければならない施設であって、 

  これにより管きょ内の換気を図ることもできる。 

 （１）について 

  ア 地下埋設物等が支障となり、移設及び切回し等が困難な場合は 

   マンホールを設置し、支障物件を避ける。また、小型マンホール 

   でも避けることが出来ない場合には、曲管や自在継手の使用につ 

いて、下水道管理者と協議すること。 

  イ 「将来管きょの流入がある箇所」の中は、私道要綱に該当する 

   私道も含む。 

 （２）について 

    工費面及び施工面からして、マンホールはできるだけ少なくする 

   ことが望ましいが、維持管理上支障をきたすため最大間隔は 

     表４－１を標準とする。 

 

         表４－１ 管径別最大間隔 

管径(㎜) 600 以下 1000 以下 1500 以下 1500 超 

最大間隔(ｍ) 75 100 150 200 

 

ア 管径が 600 ㎜以下で、その清掃作業に機械力を十分に活用でき 

る場合は、マンホール間隔を 100ｍ程度とすることも可能である。 

ただし、推進工法により施工する管路について、現場状況により立坑

が設置できない場合は、マンホール間隔を推進可能延長までとするこ

とができる。 

  イ く形きょなどの現場打ち管きょ、推進工法、シールド工法等による 

管きょの場合には、現場の状況及び維持管理の方法を考慮して、適宜 
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間隔を広げることができる。 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ319 

４－１－２ 種類及び構造 

 マンホールを設置する地点が中間であるか、会合であるか、さらに

接続管径、道路幅員、管きょの土被り及び維持管理条件等を考慮して

マンホールの種類及び構造を決定する。 

〔解 説〕 

（１）マンホールの種類 

表４－２  マンホールの種類 

種   類 

構     造 
中間マンホール 

接合管径 内法（㎜） 
壁 厚  

（㎜）

現
場
打
マ
ン
ホ
ー
ル 

１号マンホール 内径   ９００ ２００
管の起点及び内径 600 ㎜以下の管の中間

点並びに内径 450 ㎜までの管の会合点 

２号  〃 〃  １２００ ２５０
内径 900 ㎜以下の管の中間点及び

内径 600 ㎜以下の管の会合点 

３号  〃 〃  １５００ 〃 
内径 1200 ㎜以下の管の中間点及

び内径 800 ㎜以下の管の会合点 

４号  〃 〃  １８００ ３００
内径 1500 ㎜以下の管の中間点及

び内径 900 ㎜以下の管の会合点 

５号  〃 2,100×1,200 〃 
内径 1800 ㎜以下の管の中間点又

は 最 大 内 径 1000mm( 流 入 角 度

90°)の会合点 

６号  〃 2,600×1,200 〃 
内径 2200 ㎜以下の管の中間点又

は 最 大 内 径 1000mm( 流 入 角 度

90°)の会合点 

７号  〃 3,000×1,200 〃 
内径 2400 ㎜以下の管の中間点又

は 最 大 内 径 1000mm( 流 入 角 度

90°)の会合点 

組
立
マ
ン
ホ
ー
ル 

０号マンホール 円形   ７５０ ７５ 
管の起点及び内径 400 ㎜以下の管

の中間点 

特１号 〃 小判型 600×900 〃 内径 400mm 以下の管の中間点 

１号  〃 円形   ９００ 〃 
内径 500 ㎜以下の管の中間点並びに 

内径 400 ㎜までの管の会合点 

２号  〃 〃   １２００ １００
内径 800 ㎜以下の管の中間点及び

内径 500 ㎜以下の管の会合点 

３号  〃 〃   １５００ １２５
内径 1100 ㎜以下の管の中間点及

び内径 700 ㎜以下の管の会合点 

４号  〃 〃   １８００ １６０
内径 1200 ㎜以下の管の中間点及

び内径 800 ㎜以下の管の会合点 

５号  〃 〃   ２２００ １９０
内径 1500 ㎜以下の管の中間点及

び内径 1100 ㎜以下の管の会合点 

小
型
マ
ン

ホ
ー
ル 

下水道用硬質塩化
ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 円形   ３００ ９ 内径 250 ㎜以下の硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ 円形   ３００ １７ 内径 250 ㎜以下の硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
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※中間マンホール接合管径について 

現場打マンホール・・・鉄筋コンクリート管を接続に使用した場合 

組立マンホール・・・・推進工法用鉄筋コンクリート管を接続に使用した場合 

ア 水頭差等を考慮し、マンホールの大きさを決定することができる。 

  イ 起点、中間点等は組立マンホールを標準とするが、将来延伸が見込

まれない管きょの起点や中間点等に、小型マンホールを使用すること

ができる。ただし、連続して設置する場合には、点検・清掃に支障と

ならない組立マンホール間５０ｍの範囲内での使用を標準とし、これ

を超える場合は、下水道管理者と協議すること。 

ウ 壁厚は標準を記載している。実際には構造計算で決定することが望

ましい。 

エ 組立マンホールの接合管径については、製品により相違があるため、

設計時には、十分精査すること。 

オ ５号マンホールまでは施工性等を考慮し、組立マンホールを標準と

する。 

カ 日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ｋ－９、Ｋ－１０、Ａ－１１)の

基準を満たすこと。 

キ 組立マンホールの性能区分にはⅠ種、Ⅱ種とあるが、1 基を全て同

じ性能区分の部材を使用する必要はなく、部材を設置する深さを考慮

して使い分ける。マンホール深が５ｍ以下はⅠ種、５ｍを超え１０ｍ

以下はⅡ種とする。 

ク 管きょを接続するための削孔径は、管の外形によって異なり、管接

続の削孔同士の間隔（残り代）は内面側で１０ｃｍ以上確保すること。 

確保できない場合には、防護コンクリートなどによる措置をする。 

    管種別の削孔径については、第１０章参考資料 １０－１０管種別

削孔径一覧表参照。 
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（２）特殊マンホールについて 

        

         

 

 

 

 

Ｄ１ 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 

Ｄ１: 下流管径                  Ｄ２: 流入管径 

ｄ１: 下流インバート肩幅          ｄ２: 流入インバート肩幅 

ｔ１: 下流管きょ厚                ｔ２: 流入管きょ厚 

Ｔ : 躯体厚さ（構造計算による） 

ｄ１＝２００以上                 ｄ２＝２００以上 

   ＝ｔ１＋１００                   ＝ｔ２＋１００ 

５０単位に切上げ                ５０単位に切上げ 

 

※  Ｄ２＋２ｄ２は、中間マンホール及び流入管径８００㎜以下の場合

は、１２００㎜とする。 

 

（３）現場打ちマンホールの躯体高さ 

    ア 現場打ちマンホールにおいて、接続管きょと躯体（ハンチの下端）

の天端までの高さは次のとおりとする。 

             

 

 

 

Ｔ   Ｔ  

ｔ２  Ｄ２  ｔ２  

Ｄ ２ +２ｄ

ｔ 1 

ｔ 1 

Ｔ  

Ｔ  

ｄ 1 

ｄ 2 ｄ 2 

ｄ 1 

Ｄ
1
+

2
d

1
 



39 

表４－３ 

マンホールの種類 高さ ｈ㎜ 

円形１～２号マンホール １５０以上 

円形３～４号マンホール ２００以上 

円形５号マンホール以上 ２５０以上 

矩形マンホール ２５０以上 

   イ 頂版（床版）を有するマンホールの躯体高さは、掃除及び換気等に

支障を来たさない程度とし、インバート天端から２ｍ以上確保するこ

と。 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ320～331 

 

 ４－１－３ マンホール蓋 

   マンホールの蓋は「相模原市型グラウンドマンホール 仕様書 

  （性能式）」に適合するものを使用する。 

 〔解 説〕 

「相模原市型グラウンドマンホール 仕様書（性能式）」の適用範囲 

種  類 荷 重 区 分 備  考 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙφ600 Ｔ-25・Ｔ-14 0～7 号マンホール 

小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙφ300 Ｔ-25・Ｔ-14 小型レジンマンホール

φ300、φ200（防護蓋） Ｔ-25・Ｔ-14・Ｔ-8 
小型塩ビマンホール 

汚水ます 

大型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙφ900-φ600 Ｔ-25・Ｔ-14  

  ア グラウンドマンホールφ600 

高さ調整金具は、施工時のアンカーボルト締め過ぎによる枠の変形

防止及び道路勾配に対する微調整が可能な機能を有すること。 

調整材（モルタル）は、調整部との耐久性を保持するため無収縮

性・高流動性・超早強性を有すること。（目標値 下水道標準図参照） 

  イ グラウンドマンホールのデザイン 

   汚水…………けやき 

   雨水…………あじさい 
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   ウ グラウンドマンホールの荷重区分 

道路幅員５.５ｍ未満及び歩道・・・Ｔ－１４ 

       ５.５ｍ以上・・・・・・・Ｔ－２５ を使用のこと。 

  エ 転落防止梯子 

   マンホール深さにかかわらず、マンホールについては転落防止梯子

を設置とする。  

但し、既設のマンホール蓋の交換等については、この限りでない。  

 

 

出典：日本下水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ｇ－４) 

 

 ４－１－４ インバート 

 （１）インバートの幅は、下流管径に合わせる。 

 （２）インバートの勾配は、上下流管きょの管底をすりつける。 

   但し、上下流の管底落差が５㎝以上の時は、上下流の落差を５㎝ 

   としてすりつける。なお、インバートの勾配が下流管きょ勾配を下

   回る時は下流管きょ勾配に合わせる。 

 （３）インバートの横勾配は１０％程度とする。 

 （４）インバートの高さは管きょ径の１／２とする。 

 〔解 説〕 

  ア 落差が大きいときは、インバートの洗掘防止措置をとる。 

  イ 下流管径が１０００㎜以上のインバートには３０㎝毎にステップを

設ける。 

 

４－１－５ マンホール基礎 

   マンホールの基礎は地盤の土質により決定する。 

 〔解 説〕 

              表４－４ 

良質土 軟弱土 

砕石基礎 杭基礎等 

  ア 砕石基礎は特に指定のない限り再生砕石を使用する。 

  イ 杭基礎等とは杭基礎のほか現場条件に適した基礎とする。 

 

 ４－１－６ 足掛け金物 

 （１）材 料 

    ポリプロピレン被覆ステンレス製（ＳＵＳ－４０３）以上 

 （２）間 隔 

    ３０㎝間隔で設置する。 
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 ４－１－７ 中間スラブ 

   マンホールの深さが５.０ｍ以上の場合には、３．０～５．０ｍごと

に中間スラブを設ける。 

 〔解 説〕 

  ア 中間スラブを設置することにより、流入下水が支障を来すことなく、 

   下流管きょに流下するような構造とする。また、将来の流入管きょを 

   考慮して中間スラブの構造を決める。 

  イ 維持管理上中間スラブの出入口は、同一方向の位置とする。 

ウ 特殊マンホールに設ける中間スラブ構造等については、維持管理

を考慮して十分検討すること。 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ320、Ｐ325～326 

 

 ４－１－８ 副 管 

   管きょの落差が６０㎝以上の場合は副管を設けなければならない。 

 〔解 説〕 

  ア 副管は、雨水管きょには原則として設置しない。 

  イ 副管の設置にあたり、維持管理を考慮し、原則として内副管とする。 

  ウ 副管を下流管きょに平行に設置する場合の段差は５㎝とする。直角 

   に設置する場合は、本管インバート天端に流入管きょのインバート 

天端を合せる。 

  エ 外副管が中間スラブより高い位置及び管落差が２.０ｍ以上とな 

る場合は、副管用Ｔ字管を使用する。また、副管が複数ある場合は、

マンホール規格の検討を考慮すること。 

オ 2 号マンホール以上に設置する内副管は、副管用十字管を標準とす

るが、維持管理上問題がある場合については、内副管（コンパクトタ

イプ）の使用も可能とする。1 号マンホールに設置する内副管は、内

副管（コンパクトタイプ）を標準とする。なお、複数の副管が必要な

場合は表４－５のとおりとし、これによらない場合は下水道管理者と

協議すること。 

       表４－５  副管の個数と設置するマンホール規格 

 0 号マンホール 1 号マンホール 2 号マンホール

以上  
内副管（十字管）  不可  不可  複数可能  
内副管（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ）  不可  1 箇所まで  複数可能  

カ 副管径は、表４－６のとおりとする。 
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             表４－６  副管径 

本 管 径（㎜） 副 管 径（㎜） 材   料 

１５０ １００ 

硬質塩化ビニル管 

２００ １５０ 

２５０～４００ ２００ 

４５０ ２５０ 

５００以上 別途考慮 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ320,Ｐ326 

 ４－１－９ コンクリート､鉄筋 

（１）特殊マンホール等の水密性や耐久性が求められるコンクリート構造

物の水セメント比は、５５％以下とする。これに伴い、原則として

強度２４Ｎのコンクリートを使用する。 

（２）特殊マンホール等の本体の設計に際しての鉄筋の規格は、ＳＤ３

４５を標準とする。 

出典：土木構造物設計ガイドライン （全日本建設技術協会） Ｐ25～ 

     下水道土木工事必携（案） （日本下水道協会）2014 年版 

 

 ４－１－１０ 特殊マンホールの構造計算 

特殊人孔構造計算の手引き（東京都）を準用する。 

〔解 説〕 

  当該手引きは、東京都区内における下水道施設（管路施設）として設計

を行う特殊マンホールに適用するよう作成されたものであるが、目的及び

用いられている各種基準等は、本市における下水道施設（管路施設）特殊

マンホールにおいても適用できると判断されるため、準用するものである。 
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第５章 ます及び取付管 

 ５－１ ます 

 ５－１－１ 雨水ます 

 （１）ますの設置位置 

    ますは、歩車道の区分のある所ではその境界線の車道側に、区分 

   のない所では官民境界線に接する道路側に設置する。 

 （２）ますの設置間隔 

    ますの設置間隔は２０～３０ｍ程度とする。 

 （３）ますの形状及び構造 

    市道では、道路標準構造図の雨水ますの使用を標準とし、その他 

   の道路では、道路管理者との協議のうえ決定する。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    原則として公道内に設置するが、道路幅員が４.０ｍ未満の場合は 

   土地所有者の承諾を得て道路センターより２.０ｍの位置に設置する。 

   承諾が得られない場合は、官民境界線に接する道路側に設置する。 

   （図５－１参照） 

    また、特に必要がある場合を除き、出入口は避け、民々境界付近に 

   設置することが望ましい。 

           

 

    

 

 

 

 

                                 図５－１ 

（２）について 

    一般的に雨水ますは水の集まり易い箇所や、側溝の流水方向下端部 

   に必ず設置する。道路幅員の広い交差点、縦断勾配の変化点など滞水 

   が想定される箇所や急坂路では、ますの設置箇所及び設置個数等を十 

   分検討する。 

（３）について 

    ますの深さは、取付管の土被りが６０㎝以上になるよう設定し、底 

   部に深さ１５㎝以上の泥だめを設け、維持管理等十分に考慮すること。 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ335～340 

   道路土工要綱 2009 年 日本道路協会発行 

雨水ます

雨水ます  

承諾が得られた場合  

のます設置位置  

承諾が得られない場合  

のます設置位置  

雨水管  

２
ｍ 

２
ｍ 

公 

道 
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 ５－１－２ 汚水ます 

 （１）ますの設置箇所 

    ますは道路境界より民地側に設置する。 

 （２）ますの設置個数 

    ますの設置個数は、１排水家庭に１個とする。 

 （３）ますの形状及び構造 

    相模原市型汚水ます(内径２００)を標準とし、最小深さは１.０ｍ

   とする。これにより難い場合は下水道管理者と協議のうえ決定す

る。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

  ア 公共汚水ますは、排水設備と公共下水道管との接続箇所に設け、そ 

   の位置は、官民境界線より５０㎝以内の民地側に設置する。 

    ただし、市長が認めたときは公道内に設けることができる。 

   （相模原市下水道条例施行規則第２条３） 

  イ 汚水ますを設置する宅地が道路面と１.４ｍ以上の高低差がある場 

   合は、出入口、車庫等段差の少ない箇所に設置する。 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

図５－２

ウ 幅員が４.０ｍ未満の道路に汚水管きょを布設し汚水ますを設置する

場合は、道路センターより２.０ｍ後退した位置から５０ｃｍ以内の場

所に設置する。  

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ335～340

市
型
汚
水
ま
す 

取付管  

50cm
以  内  

側溝  

1.40ｍ未満  

60cm 以上  

 

～ 

民地側  官地側  

1.0m 

  

2.0m 
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                図５－３ 

（２）について 

  ア 排水面積が３００ｍ２未満の場合は、排水家庭１世帯ごとに１個と 

  し、３００ｍ２以上の場合は、必要に応じて３００ｍ２ごとに１個  

  増設することができる。 （相模原市下水道条例施行規則第２条２） 

  イ 土地及び家屋の所有者を調査し、公共汚水ます設置例に従い設置個 

  数を決める。 （１０－９ 公共汚水ます設置例参照） 

（３）について 

  ア ますの深さは通常１.０ｍ程度とされているが、道路側溝などの構 

造物との関係から表５－１のとおり定めた。 

  イ ますの形状及び構造は、ますの深さ及び設置場所の条件により定め 

   る。 

  ウ ますの深さは、排水設備を想定のうえ定める。 

  エ 相模原市型のます蓋は、重車両用の場合は「防護蓋」を使用する。 

 

表５－１  汚水ますの形状表 

設 置 

場 所 

汚水ますの深さ 

（ｍ） 

汚水ますの内径 

（㎜） 
汚水ますの名称 

標 準 １.０～２.０ ２００ 相模原市型 

低 地 ２.０を超える ７５０以上 ０号組立マンホール等 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ335～340 

汚水管きょ  

（汚水ます）  

（汚水ます）  

２
ｍ 

２
ｍ 

４
ｍ
未
満
公
道
等 

50cm 以内  

2.5m 以内

50cm 以内  

2.5m 以内  

1.0m 以上  

50cm 以上

マンホール  
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 ５－１－３ 採水ます 

 （１）ますの設置箇所 

    道路内に設置する。 

 （２）ますの形状及び構造 

    ０号組立マンホールを標準とする。 

 〔解 説〕 

   特定事業場(下水道保全課で指定)から公共下水道に排除される下水を 

  公道上で随時採水、監視する目的で設置する。 

  （下水道法第１２条の２、政令第９条の５、条例第８条による。） 

 

 

 

 

 

 

         

 

図５－４ 

 

 ５－２ 取付管 

 （１）材質 

  硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1 規格品とする。 

 （２）配置 

  ア 布設方向は、本管に対し直角とし、本管の中心より上方４５° 

   以内とする。 

  イ 取付位置が平面的に重なる場合は、概ね１ｍ以上離すと共に、 

   ジョイント部への接続は避ける。 

  ウ マンホールへの接続は極力避ける。ただし、将来延伸が見込ま 

れない起点マンホールについてはマンホール接続とする。 

  エ 道路内での土被りは、６０㎝以上とする。 

 （３）管径 

  ア 雨水管きょへの接続は、本管径がφ３５０㎜以下の場合は 

φ１５０㎜とし、それより大きい場合はφ２００㎜とする。 

  イ 汚水管きょへの接続は、φ１５０㎜を標準とし、本管径が 

φ１５０mm の場合はφ１００mm とする。 

 （４）勾配 

    １０‰以上とする。 

〔解 説〕 

 （１）について 

  ア 本管への取付部分には、原則９０°支管を使用する。 

  イ 曲部には、自在曲管を使用する。 

特定事業所  
公共汚水ます  

採水ます  

取付管  

 

汚水管きょ  

官民境界  

公道  
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（２）について 

    アにおいて、布設方向を直角にするのは、維持管理を考慮し取付管 

   延長を最小にするためである。また、中心線より上方４５°付近とし 

   たのは、本管の構造上及び流水上、支障の最も少ない位置と考えられ 

   るからである。 

    イにおいて、現場条件上やむを得ない場合は、コンクリートで補強 

   すること。 

    ウについては、維持管理を考慮し、マンホール内への流入を最小に 

   するためである。 

 （３）について 

    本管へ直接接続できる取付管の最大内径を２００㎜としたのはそれ 

   以上になると本管の強度が低下すると考えられるためである。 

 （４）について  

    取付管がφ１００mm の場合は、勾配を２０‰以上とする。 

排水設備の勾配（  相模原市下水道条例施行規則第 3 条 1 ）  

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編 2019 年版 Ｐ341～344,347 
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第６章 路面復旧 

 

 ６－１ 舗装復旧 

 （１）道路管理者が指示する舗装構成及び影響範囲に基づき本復旧す 

   る。 

 （２）必要に応じて仮復旧を施す。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    復旧方法については、原因者が行う自費復旧と道路管理者が行う管 

   理者復旧があり、市道は自費復旧である。 

    国が管理する道路では、復旧規模等で管理者復旧になる場合がある

ため、道路管理者と事前協議を行うこと。 

 （２）について 

    道路は、すみやかに本復旧することが望ましい。 

    しかし、埋戻し後ただちに交通開放を要する場合、及び、工事終了 

   後まとめて本復旧するのが適切な場合などでは、本復旧を行うまでの 

   間、仮復旧で対応することができる。 
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   ［市道における占用工事に伴う復旧範囲の許可基準の解説］ 

 １．舗装道の表面仕上げ 

    掘削部分の端からの距離にｎの値を加えた直線で囲まれた部分につ

いて行うものとする。 

    ただし、絶縁線までの距離が１．２ｍ（１．８ｍ）以内の場合、絶

縁線まで舗装する。（  ）内はセメント・コンクリート舗装の場合 

舗装構成ごとのｎの値 

舗装名 ｎ＝ｋ・ｔ（ｍ） 

Ｎ７ ０．７５ 

Ｎ６ ０．６０ 

Ｎ５ ０．５５ 

Ｎ４ ０．５０ 

Ｎ３ ０．３５ 

Ｎ２ ０．３０ 

Ｎ１ ０．３０ 

歩道アスファルト舗装 

歩道ブロック舗装 
０．３０ 

セメント・コンクリート舗装 ０．４２ 

路盤が 1 層の場合・不明な場合 ０．３０ 

    ｋ アスファルト系舗装の道路にあっては、1.0 
      セメント・コンクリート舗装の道路にあっては、1.4 
    ｔ 掘削部分の路盤の厚さ 
 

 ２．絶縁線の位置（復旧範囲） 

幅員６ｍ以上の車道部 

（車線あり） 
区画線中心で車線ごと 

幅員５ｍ以上の車道部 

（車線なし） 

全幅、3/4 幅、 

半幅、1/4 幅 

幅員４ｍ以上５ｍ以下の車道部

（車線なし） 
全幅、3/4 幅、半幅 

幅員４ｍ未満の車道部 全幅、半幅 

幅員２ｍを超える歩道部 全幅、半幅 

幅員２ｍ以下の歩道部 全幅 

交差点部 ４分割ごと 

 

３. 裁定幅（上層砕石路盤幅）  

掘削幅×1.2 とする。
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７章 仮設工 

 

 ７－１ 仮設工の設計 

 仮設工の設計内容は次のとおりとする。 

 （１）路面覆工の設計 

 （２）土留壁断面の設計 

 （３）土留支保工の設計 

 〔解 説〕 

 （１）（２）（３）を含めた仮設工の設計検討のフローを次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計条件（形状、寸法、位置、掘削深さ、工法の決定、土質定数）  

土留壁断面 の設定、土 留支保工の 設定、補助 工法の設定  

路 面 覆 工 の 計 算

支 持 力 の 検 討

土 圧 、 水 圧 に 対 す る 根 入 れ 部 の 安 定 検 討

土 質

ボイリング、盤ぶくれ、パイピングの検討

土留壁断面の計算

土留支保工の計算

ヒービングの検討  

各 部 材 の 決 定

①  

②  

Ｎｏ 
③  

④  

⑤
粘 性 土

砂 質 土

Ｙ Ｅ

Ｎｏ 

⑤  
Ｎｏ 

Ｙ Ｅ

⑥  
Ｎｏ 

⑦  
Ｎｏ 

Ｙ Ｅ

Ｙ Ｅ

Ｙ Ｅ

Ｎｏ 

Ｙ Ｅ

出典：下水道管きょ工事の設計・  

積算・施工ノウハウ（近代図

書）Ｐ102 
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 ７－２ 仮設材の許容応力度  

 部材の設計に用いる許容応力度と部材の断面性能は次のものを用いる。  

 〔解 説〕  

 

  表７－１ 軽量金属支保工の断面性能及び許容応力度（参考）  

 
アルミ腹起し

薄型  
アルミ腹起し

厚型  
水圧式切梁サポート  

規 格 ・ 寸 法 70×130×L 110×130×L 450～650 ㎜  590～900 ㎜

許容応力度・軸力  ※225Ｎ/㎜２ ※225Ｎ/㎜２ ※７５ｋＮ  ※７５ｋＮ

断 面 ２ 次 ﾓ ｰ ﾒ ﾝ ﾄ ※２１３㎝４ ※６６０㎝４ ――――  ――――  
断 面 係 数 ６１㎝３  １２０㎝３  ――――  ――――  
質 量 7.65 ㎏/ｍ 9.65 ㎏/ｍ ※８.５㎏  ※ ９.８㎏

出典：下水道用設計積算要領（開削工法）編 2015 年版 Ｐ72 

※メーカーのカタログ 

 

  表７－２ 鋼材の許容応力度 （Ｎ/㎜２）  

種 類 
一 般 構 造 用 圧 延 鋼 材 

ＳＳ４００  
適 用 

軸方向引張

（純断面）  
２１０   

軸方向圧縮  
（総断面）  

ℓ/r≦１８       ２１０ 

１８＜ℓ/ｒ≦９２ 

｛140－0.82（ℓ /ｒ－18）｝×1.5 
９２≦ℓ/ｒ  

｛1200000/(6700+(ℓ/ｒ)2)｝×1.5 

切梁に適用  
ℓ：部材の座屈長さ  
ｒ：断面２次半径  

曲

げ 

引張縁  
純断面  

２１０  受桁、覆工板､縦梁り、腹

起しに適用  
ℓ：フランジの固定点間距

離  
ｂ：フランジ幅  

圧縮縁  
総断面  

ℓ/ｂ≦４ .５      ２１０  

４.５＜ℓ/ｂ≦３０  

｛140－2.4（ℓ/ｂ－４.５）｝×1.5 

せ ん 断 
（総断面）  

１２０   

支 圧 ３１５   

出典：道路土工 仮設構造物工指針 平成 11 年 3 月 Ｐ47 

※注：「日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説（2010 年度版）」に

おける許容曲げ圧縮応力度は細長比を考慮していないことから、「道

路土工 仮設構造物工指針（平成 11 年 3 月）」を参照すること。 
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  表７－３ アルミ矢板の断面性能及び許容応力度 

（NAWS 型 材質 A6061S-T6） 

１ｍ 

当り 

所要 

枚数 

寸法 鋼矢板１枚につき 壁幅１ｍにつき 許
容
応
力
度 

厚
さ 

有
効
幅 

高
さ 

断
面
積 

質
量 

断面

2 次

ﾓｰﾒﾝﾄ

断面

 

係数

断面

2 次

半径

断
面
積 

質
量 

断面 

2 次 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

断面 

 

係数 

３枚 

ｔ   Ａ  Ｉ Ｚａ  Ａ  Ｉ Ｚａ σａ

㎜ ㎜ ㎜ ㎝２ ㎏/ｍ ㎝４ ㎝３ ㎝ ㎝２ ㎏/㎡ ㎝４ ㎝３ N/㎜ 2

3.8～

4.5 
333 40 18.50 5.0 42.8 21.4 1.52 55.50 15.0 128 64.2 163

出典：下水道用設計積算要領（開削工法）編 2015 年版 Ｐ65 

   平成 14 年国土交通省第 409 号 

   アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 JIS 規格番号 H4100 

 

 

  表７－４  Ｈ形鋼の断面性能 

規  格  断面積 断面 2 次ﾓｰﾒﾝﾄ 断面 2 次半径 断面係数 

h×b×t１×t２ 

W:単位重量 

Ｎ/ｍ 

孔の 

位置 

㎜ 

Ａ 

㎝２ 

Ｉｘ 

㎝４ 

Ｉｙ 

㎝４ 

ｉｘ

㎝ 

ｉｙ 

㎝ 

Ｚｘ 

㎝３ 

Ｚｙ 

㎝３ 

H-200×200 

×8×12 

生材 :W= 499 

加工材:W= 550 

 

 

生材 

L=100 

 

 

63.53

51.53

 

 

4,720

3,660

 

 

1,600

 919

 

 

8.62

8.43

 

 

5.02

4.22

 

 

472 

366 

 

 

160 

 92 

H-250×250 

×9×14 

生材 :W= 718 

加工材:W= 800 

 

 

生材 

L=150 

 

 

91.43

78.18

 

 

10,700

 8,850

 

 

3,650

2,860

 

 

10.80

10.60

 

 

6.32

6.05

 

 

860 

708 

 

 

292 

229 

H-300×300 

×10×15 

生材 :W= 930 

加工材:W=1000 

 

 

生材 

L=150 

 

 

118.4

104.8

 

 

20,200

17,300

 

 

6,750

5,900

 

 

13.10

12.90

 

 

7.55

7.51

 

 

1,350 

1,150 

 

 

450 

394 

H-350×350 

×12×19 

生材  :W=1350 

加工材:W=1500 

 

 

生材 

L=150 

 

 

171.9

154.9

 

 

39,800

35,000

 

 

13,600

12,500

 

 

15.20

15.10

 

 

8.89

8.99

 

 

2,280 

2,000 

 

 

776 

716 

H-400×400 

×13×21 

生材  :W=1720 

加工材:W=2000 

     〃 

 

 

生材 

L=150 

L=200 

 

 

218.7

197.7

197.7

 

 

66,600

59,000

59,000

 

 

22,400

21,200

20,300

 

 

17.50

17.30

17.30

 

 

10.10

10.40

10.10

 

 

3,330 

2,950 

2,950 

 

 

1,120

1,060

1,010

出典：道路土工 仮設構造物工指針 平成 11 年 3 月 Ｐ315.320 
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             Ｙ軸 

    

                ｔ１  

                  Ｘ軸  ｈ 

 

   ｔ２ 

             ｂ 

   

 

 

 

表７－５  ライナープレートの断面性能  （１ｍ当り） 

板厚 断面積 断面係数
断面２次 

モーメント

ｔ 

㎜ 

Ａ 

ｍ２ 

Ｚ 

㎝３ 

Ｉ 

㎝４ 

２.７ ３９.７６ ４６．０ １４１ 

３.２ ４７.１２ ５４.４ １６８ 

出典：ライナープレート設計・ 

施工マニュアル Ｐ4 

   ＪＦＥライナープレート 

技術資料 Ｐ4 
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７－３ 覆工板の設計 

 （１）載荷される荷重に対し、十分な強度と剛性のものとする。 

 （２）車両及び歩行者が、滑らないよう加工したものとする。 

 （３）寸法は、１ｍ×２ｍ×０．２ｍと１ｍ×３ｍ×０．２ｍを標準とす

る。 

 （４）円形立坑の場合は円形覆工板を使用することができる。 

 〔解 説〕 

   覆工板の自重は、２.０ｋＮ/ｍ２を標準とし、参考を表７－６に示す。 

  表７－６ 覆工板の重量 

種 類 
単位面積当たりの重量 

長さ ２ｍ 長さ ３ｍ 

鋼製（すべり止め） ２.０ ｋＮ/ｍ２ ２.０ ｋＮ/ｍ２

鋼製(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装付) ２.５ ｋＮ/ｍ２ ２.６ ｋＮ/ｍ２

鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ合成 ２.８ ｋＮ/ｍ２ ３.３ ｋＮ/ｍ２

 ※道路土工 仮設構造物工指針 平成 11 年 3 月 Ｐ138 

 （１）について 

    覆工板は、通常、構造計算は行っていないが、本来は、受桁を支点 

   とする単純ばりと考え、次の検討を行う。 

  ア 曲げ応力度    σ＜σａ 表７－２参照 

  イ せん断応力度   τ＜τａ τａ＝１２０ Ｎ/㎜２ 

  ウ たわみ量     δ＜δａ δａ＝ℓ/４００かつ２５㎜以下 

              ℓ：フランジ固定点間距離（覆工板支間） 

 （３）について 

    覆工板の配置は、車両の通行方向や歩行者通路等を考慮し決定する。 

（４）について 

  表７－７ 円形覆工板の規格 

種別・規格 重量 

呼び径１５００ Ｔ－２５ ７３０（ｋｇ/セット） 

呼び径１８００ Ｔ－２５ １，０６０（ｋｇ/セット） 

呼び径２０００ Ｔ－２５ １，１６０（ｋｇ/セット） 

呼び径２５００ Ｔ－２５ １，９７０（ｋｇ/セット） 

呼び径３０００ Ｔ－２５ ２，８００（ｋｇ/セット） 
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７－４ 受桁・桁受の設計 

  桁は、載荷される荷重について、次の検討をする。 

 （１）曲げ応力度    σ＜σａ 表７－２参照 

 （２）せん断応力度   τ＜τａ τａ＝１２０ Ｎ/㎜２ 

 （３）たわみ量     δ＜δａ δａ＝ℓ/４００かつ２５㎜以下 

              ℓ：受桁支間 

 〔解 説〕 

   受桁の載荷方法は、道路橋示方書・同解説により死荷重及び活荷重 

  （衝撃荷重を含む）による応力が最大に生じる（車両満載状態）ように 

  載荷し、自動車の進行方向により、荷重配列が異なる。 

 

  出典：道路土工 仮設構造物指針 平成 11 年 3 月 Ｐ33,Ｐ136～ 

     道路橋示方書・同解説 Ⅰ 共通編 Ｐ11～ 

 

  ア 受桁と自動車の進行方向が直角な場合   

    図７－１  曲げモーメント検討のための荷重配列 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 受桁と自動車の進行方向が平行な場合    

    図７－２  曲げモーメント検討のための荷重配列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ1＝100ｋＮ 
Ｐ2＝50ｋＮ 

Ｐ1＝100ｋＮ
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  ウ 受桁・桁受の部材は、加工材を標準とする。 

 

  出典：土木工事標準積算基準書（相模原市 都市建設局）Ⅱ－５－⑥～ 

 

 （１）曲げ応力度 

   σ＝ 
Ｍｍａｘ 

＜σａ 
Ｚｘ 

    σ    ：桁の曲げ応力度（Ｎ/㎜２） 

    σａ   ：許容曲げ応力度（Ｎ/㎜２）      

    Ｚｘ   ：断面係数（㎜３）(加工材) 

    Ｍｍａｘ  ：桁に作用する最大曲げモーメント（Ｎ･㎜） 

 

 （２）せん断応力度 

    τ＝ 
Ｓｍａｘ 

＜τａ 
Ａ 

    τ    ：桁のせん断応力度（Ｎ/㎜２） 

    τａ    ：許容せん断応力度（Ｎ/㎜２） 

    Ｓｍａｘ  ：最大せん断力（Ｎ） 

    Ａ    ：受桁の断面積（ウェブの部分のみ）（㎜２） 

 

 （３）たわみ量 

    δｍａｘ＝
４０×ℓ２×Ｍ ℓ 

＜δａ 
３８４×Ｅ×Ｉ

    δｍａｘ  ：受桁のたわみ（㎜） 

    δａ    ：許容たわみ長（㎜） 

    Ｍ ℓ    ：活荷重による絶対最大曲げモーメント（Ｎ･㎜） 

         （衝撃荷重は考慮しなくてもよい） 

    Ｅ    ：鋼材のヤング係数（２.０×１０５） （Ｎ/㎜２） 

    Ｉ    ：鋼材の中立軸に関する断面２次モーメント（㎜４） 

 

※ 桁受のたわみ量の計算については、省略できるものとする。 

    詳細については、道路土工 仮設構造物指針 平成 11 年 3 月  

 Ｐ143～ 参照。
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７－５  土留工 

 （１）掘削深さが１.５ｍを超える場合は土留を施工する。 

 （２）掘削箇所の土質定数は地質土質調査によるものとする。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    土留を必要とする掘削深さは、次の法令を参考としている。 

  ア 建設工事公衆災害防止対策要綱（第６章第４１） 

  イ 建築基準法施行令（第百三十六条の三の４） 

           表７－８ 土留の標準適用範囲 

土 質    土 留 工 法      掘 削 深    （ｍ） 

普通 
 アルミ矢板 

 親杭横矢板 

  1.5 ～ 3.8 

  3.8 ～ 

軟弱  鋼矢板   1.5 ～ 

硬質  親杭横矢板   1.5 ～ 

 

 （２）について 

    土留は、土質・掘削深さ・掘削の期間・地下水の状況・周辺環境等の 

   諸条件によって決定する。従って、掘削箇所におけるこれらの諸条件が 

   市内の一般的なものと判断したときは、１０－１の設計条件の土質定数 

を用いてよい。 

 

表７－９  土留め工に関する主な指針・基準 

学協会･事業体名 指針・基準名 制定(改定)年月

土木学会 トンネル標準示方書（開削工法編） 平成 28 年 8 月 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 平成 11 年 3 月 

首都高速道路(株) 仮設構造物設計要領 平成 31 年 3 月 

国土交通省 建設工事公衆災害防止対策要綱 令和 元年 9 月 

日本下水道事業団 設計基準（案）土木設計編   ※ 平成 4 年 4 月 

                          ※現在は、廃版です。
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 ７－６ 土留工法の選定 

（１）開削工法の土留は、アルミ矢板建込み工法を標準とする。 

    掘削深さは、３.８ｍ以下とする。 

（２）推進工法の立坑の土留は、ライナープレート工法を標準とする。

 〔解 説〕 

   アルミ矢板建込み工法、ライナープレート工法は、掘削直後に地山が 

  安定していることを前提とした建込み矢板工法である。 

   そこで、１０－１の設計条件を用いて、地山が崩壊しない限界の掘削 

  深さを求めてみる。 

 自立高さの検討 

 （公式） 

  ランキンレザールの主働土圧式を水平応力＝０となるよう展開したもの 

 
｛２・ｃ・ｔａｎ（４５°＋

φ
）－ｑ｝

ｈ＝ 
２

γｔ 

            

ｈ :限界深さ 

γｔ :土の単位体積重量  ＝  １４  （ｋＮ/ｍ３） 

ｃ :土の粘着力        ＝  ６０  （ｋＮ/ｍ２） 

φ :土の内部摩擦角    ＝ １２  （ °） 

ｑ :上載荷重          ＝  １０  （ｋＮ/ｍ２） 

 

   (計算) 

 
｛２×６×ｔａｎ（４５°＋

１２°
）－１.０｝ 

ｈ＝ 
２ 

１.４ 

＝ ９.８７＞３.８（ｍ） 

      以上から、相模原市内の一般的な土質で１０ｍ程度までの掘削であれば 

    掘削直後は崩壊しないことになるため、建込み矢板工法を採用した。 

（１）について 

根入れは、２０㎝程度とする。建設工事公衆災害防止対策要綱第６章第

41 に記載されている『４.０ｍ』を、開削部分における最大掘削深さとと

らえ、最大値を３.８ｍとする。 
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図７－３  

 ７－７ 土留壁断面の設計 

（１）アルミ矢板建込み工法及びライナープレート工法の縦梁りについ 

   ては、次式を用いて検討する。 

 

σ＝ 
Ｍｍａｘ 

≦σａ   表７－３参照 
Ｚ 

 

（２）ライナープレート工法においては、次式を用いて検討する。 

 

σ＝ 
Ｍｍａｘ 

＋ 
Ｎ 

≦σａ＝１８０Ｎ/㎜２ 
Ｚ Ａ 

 

 〔解 説〕 

   断面計算に用いる土圧は、慣用計算法に     

  よる見掛けの土圧を用いる。 

   Ｐ＝Ｋ・γｔ・Ｈ´ 

Ｋ ：土圧係数 

γｔ ：単位体積重量 

Ｈ ：掘削深さ 

Ｈ´ ：換算掘削深さ 

ｑ ：上載荷重 

     ※土圧係数Ｋは自立する地山（関東ローム） 

       の場合、０.２とする。                        

       出典：トンネル標準示方書(開削工法編)2016 年 Ｐ139 

     ※ライナープレート工法においては、Ｋ＝０.５とする。 

    出典：道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下部構造編 Ｐ323 

   ※固結シルトにおいては、Ｋ＝０.２とする。 

    出典：大深度地下の開発（東急建設㈱・堆積軟岩の現場計測結果） 

（１）について 

      切梁りを支点とする単純ばりと考え、最大曲げ応力度の発生するスパン 

    で断面計算をする。 

 

 

 

 

 

図７－４ 
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 ａ

ａ′ 

ｒ 

ｂ ｂ′

 

  

 

（２）について 

   ア．円形の場合 

  完全な円形であれば、円形パイプと考えて座屈荷重のみから応力を求

めるが、組立誤差によって楕円状になったとき無視できない曲げ応力が

発生するため、楕円に変形したときの曲げ応力と等分布荷重による圧縮

力（軸力）を求める。 

 

                            

 

 

 

 

 

 

               図７－５ 

 

 

   イ. 小判型の場合 

  小判型については図のように、縦梁りで支持されたラーメンとして

解き、曲げ応力度、圧縮応力度を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－６ 

 

※詳細はライナープレート設計・施工マニュアル 

（コルゲート・ライナー技術協会）を参照 

ℓ ℓ/２  
℄
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７－８ 腹起し断面の設計 

     腹起し断面は次式にて検討する。 

 

曲応力度 σ＝ 
Ｍｍａｘ 

≦σａ 
Ｚ 

 

 せん断応力度 τ＝
Ｓｍａｘ 

≦τａ 
Ａ 

 

〔解 説〕 

  （１） 土圧は図７－７の見掛けの土圧を用いる。        

  （２） 土圧の計算は下方分担法を用いる。 

  （３） アルミ矢板建込み工法の腹起し材は、 

       Ａ(Ａ´)、Ｂ(Ｂ´)を支点とする単純 

       ばりとして検討し、応力の大きい 

       段数のところで検討する。 

 

 

 

 

                          図７－７ 

出典：道路土工 仮設構造物指針 平成 11 年 3 月Ｐ116～ 

  （４） ライナープレート工法の腹起しは下図のように縦梁りの反力を受け、 

      切梁りで支持された単純ばりとして検討する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－８ 
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ω kN/m

N N

     

 ７－９ 切梁り断面の設計 

     切梁り断面は、次式により検討する。 

   

σ＝ 
Ｎ 

≦σａ 
Ａ 

 

 〔解 説〕 

 （１）切梁りは、腹起しが矢板より受ける荷重を反力として受けたうちの 

   最大反力を軸力として座屈しないように断面を決定する。 

 

 （２）アルミ矢板建込み工法における切梁りへの軸力を図に示す。 

 

                           

 

                                                     

 

                                                       軸力 

                                                    Ｎ＝ω･ℓ 
 

図７－９ 

 

 （３）ライナープレート工法における切梁りへの軸力を図に示す。 

 

                           

 

 

                                                       軸力 

                                                    Ｎ＝ω･ℓ１ 

 

 

 

 

 

 

図７－１０ 

 

ℓ 

ℓ ℓ 

ℓ ℓ ℓ ℓ１  ℓ１  
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第８章 推進工法 

 

 ８－１ 総則 

 ８－１－１ 推進工法の選定基準 

 （１）下水管の埋設位置が深く、開削工法では不経済となる場合。 

 （２）交通量が多く交通規制等が困難な場合。 

 （３）地下埋設物が輻そうしていて移設が困難な場合。 

 （４）軌道又は河川を横断する場合。 

 〔解 説〕 

 （１）について 

    第２章の工法検討手順(Ｐ９)に基づいて推進工法を検討する。 

 

 ８－１－２ 推進工法の種類 

   本章において述べる工法は次のとおりである。 

 （１）刃口推進工法    ………φ８００㎜以上 

 （２）小口径管推進工法………φ２００～φ７００㎜ 

 〔解 説〕 

   推進工法は、土質と地下水及び補助工法等を比較検討し、工法を決定 

  する。 

 （１）について 

    刃口推進工法は、管の先端に刃口を先導体として使用し、刃口部 

   の土砂を人力で掘削しながら、発進立坑内の管体の後部に設置した 

   ジャッキの推進力により管を地山に圧入し、布設する工法である。 

    

 （２）について 

    小口径管推進工法は、管の先端の先導体を遠隔操作により、地山 

   の掘削及び排土しながら、管体の後部に設置したジャッキの推進力 

により管を地山に圧入し、布設する工法である。 
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 ８－２ 刃口推進工法 

 ８－２－１ 刃口推進工法の選定 

   選定において、路線の状況、施工区間の延長、土質状態、その他 

  沿道、周囲の状況、埋設物等の条件を加味し、経済性を検討する。 

 〔解 説〕 

   選定の主な要素としては、次のものがあげられる。 

 （１）必要土被りは、最低１.０～１.５Ｄ（Ｄは管の外径）程度とする。 

 （２）１スパンの施工延長は、元押し工法による許容推進延長とする。 

 （３）土質は、切刃の自立する土質（関東ローム等）が前提である。 

   また、切刃の自立しない土質（礫層等）や、地下水位の高い箇所に 

   ついては、補助工法（薬液注入等）を考慮し、経済性を検討する。 

 （４）線形は、直線を標準とし、やむを得ず曲線を入れる時は、十分な 

   技術的検討を行う。 

 

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ11 

 

 ８－２－２ 推 進 管      

   下水道推進工法用鉄筋コンクリート管（ＪＳＷＡＳ Ａ－２） 

  を使用し、次の検討を行なう。 

 

（１）鉛直方向の管の耐荷力（許容応力） 

 

ｆ＝ 
Ｍｒ 

＝
ｑｒ

≧１.２ …………………（８．１）
Ｍ ｑ 

 

 （２）推進方向の管の耐荷力（許容応力） 

 

     Ｆａ＝1000σｍａ・Ａｅ……………………………………（８．２）

 〔解 説〕 

      社団法人  日本下水道協会の認定工場で製造された推進管を使用する。 

 

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ31～ 
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(１) について 

      鉛直等分布荷重による管のひび割れの安全率ｆは、管の抵抗モーメント 

    （Ｍｒ）と管に生じるモーメント（Ｍ）の比で求められ、式（８．１）で 

    表される。 

 

    Ｍｒ＝0.318・Ｐ・ｒ＋0.239・Ｗ・ｒ………………………（８．３） 

 

      ここに、 

Ｍｒ ：外圧強さより求まる管の抵抗モーメント（ｋＮ・ｍ/ｍ） 

Ｐ ：外圧強さ(ｋＮ/ｍ)（ひび割れ荷重による） 

Ｗ ：管の単位重量(ｋＮ/ｍ) 

ｒ ：管厚中心半径（ｍ） 

 

    Ｍ＝0.275ｑ・ｒ２………………………………………（８．４） 

      ここに、 

Ｍ ：鉛直等分布荷重により管に生じる曲げモーメント（ｋＮ・ｍ/ｍ） 

ｑ ：等分布荷重（ｋＮ/ｍ２）（８－２－３  Ｐ６２参照） 

ｒ ：管厚中心半径（ｍ） 

 

  (２) について 

      推進方向の耐荷力は推進力に余裕をもったものとする。 

      ここに、 

Ｆａ ：管の許容耐荷力（ｋＮ） 

σｍａ ：コンクリートの許容平均圧縮応力度（Ｎ/㎜２） 

Ａｅ ：管の有効断面積（ｍ２） 
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表８－１  コンクリートの許容平均圧縮応力度 

コンクリート圧縮強度 

（Ｎ/㎜２） 

コンクリートの許容平均圧縮応力度 

（Ｎ/㎜２） 

σｃ＝５０ σｍａ＝１３.０ 

σｃ＝７０ σｍａ＝１７.５ 

 

 

表８－２  管の許容耐荷力 

呼び径 

(㎜) 

管の有効断面 

Ａｅ 

（ｍ２） 

管の自重 

Ｗ 

（ｋＮ/ｍ）

管の許容耐荷力（ｋＮ） 

５０(Ｎ/㎜２) ７０(Ｎ/㎜２)

φ  ８００ ０.１７６６  ５.３１４  ２２９６  ３０９１ 

φ  ９００ ０.２２９７  ６.７２５  ２９８６  ４０２０ 

φ１０００ ０.２８９７  ８.３０３  ３７６７  ５０７０ 

φ１１００ ０.３３６５  ９.５５０  ４３７４  ５８８８ 

φ１２００ ０.４０８４ １１.４１５  ５３０９  ７１４７ 

φ１３５０ ０.４８００ １３.９１７  ６２３９  ８３９９ 

φ１５００ ０.６１０７ １７.３３０  ７９３９ １０６８８ 

φ１６５０ ０.７２７０ ２０.３８０  ９４５１ １２７２２ 

φ１８００ ０.８５３３ ２３.６７１ １１０９２ １４９３２ 

φ２０００ １.０４９４ ２８.７３０ １３６４２ １８３６４ 

φ２２００ １.２６５７ ３４.２７６ １６４５５ ２２１５１ 

φ２４００ １.４５９０ ４０.３０９ １８９６６ ２５５３２ 

φ２６００ １.７１２２ ４６.８２８ ２２２５９ ２９９６４ 

φ２８００ １.９８５８ ５３.８３５ ２５８１５ ３４７５２ 

φ３０００ ２.２７９６ ６１.３２８ ２９６３５ ３９８９３ 

 

  出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ40～ 
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 ８－２－３ 推 進 力      

   推進力は、下水道協会式より算定する。 

Ｆ ＝Ｆ０＋α・π・Ｂｃ・ｔａ・Ｌ＋Ｗ・μ´・Ｌ……（８．５） 

ｔａ ＝σ・μ´＋Ｃ´ 

σ ＝β・ｑ 

μ´ ＝tanδ 

Ｆ０ ＝10.0×1.32･π･ＢS･Ｎ´ 
 

  〔解 説〕 

      自立可能な地山における刃口推進工法に適用する。 

    各々の定数については、表８－３を使用する。 

    ここに、 

 

  出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ20～,Ｐ47～ 

 

 

Ｆ ：総推進力（ｋＮ） 

Ｆ０ ：先端抵抗力（ｋＮ） 

α ：管と土との摩擦抵抗の生じる 

 範囲にかかる係数 

Ｂｃ ：管外径(ｍ) 

Ｂｓ ：先導体（刃口・掘進機）外径(ｍ) 

ｔａ ：管と土とのせん断力（ｋＮ/ｍ２） 

Ｌ ：推進延長(ｍ) 

Ｗ ：管の単位重量（ｋＮ/ｍ） 

μ´ ：管と土との摩擦係数 

σ ：管にかかる周辺荷重（ｋＮ/ｍ２） 

β ：管にかかる周辺荷重の係数 

δ ：管と土との摩擦角（度）（全断面加圧につきφ/2 と仮定する） 

Ｃ´ ：管と土との付着力（ｋＮ/ｍ２） 

Ｎ´ ：切羽芯抜きをした場合の貫入抵抗値 

ｑ ：管にかかる等分布荷重（ｋＮ/ｍ２） 

   

 

H

W 

G.L

Bc 

ｑ 

π・Bc

図８－１ 推進諸抵抗  
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P 

θ 

ａ 

Ｃ 

Ｐ 

Ｈ 

Ｐ 

表８－３ 定 数    

定 数 名 称         普 通 土    （ローム層） 硬 質 土    （レキ層） 

管 と 土 と の         

摩 擦 抵 抗 係 数         
α＝０.５０ α＝０.７５ 

管 に か か る         

周 辺 荷 重 の 係 数         
β＝１.００ β＝１.５０ 

管と土との付着力 Ｃ´＝１０ Ｃ´＝０ 

Ｎ´  値 １.０ ３.０ 

土の単位体積重量 γ＝ボーリング・データ 

土 の 粘 着 力         Ｃ＝ボーリング・データ Ｃ＝０ 

内 部 摩 擦 角         φ＝ボーリング・データ 

 ※ Ｃ及びγは土の鉛直等分布荷重（ω）の計算に使用する。 

 管にかかる等分布荷重（ｑ）について 

 

  ｑ＝ω＋ｐ…………………………………………………（８．６） 

      ここに、 

    ｑ  ：管にかかる等分布荷重（ｋＮ/ｍ２） 

ｐ  ：活荷重（ｋＮ/ｍ２）  

    ω  ：土による鉛直等分布荷重（ｋＮ/ｍ２） 

     

（１）活荷重(ｐ) 

     活荷重は、図８－２のように地中に分布するものとして、式（８．７） 

    により求める。 

     後輪荷重は、道路状況により決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－２ 後輪荷重の分布 
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ｐ＝ 
２Ｐ（１＋ｉ）・β 

……………………………（８．７）
Ｃ（ａ＋２Ｈ・tanθ） 

     ここに、 

    ｐ  ：活荷重（ｋＮ/ｍ２） 

    Ｈ  ：土被り（ｍ） 

    Ｐ  ：後輪荷重（Ｔ－２５の場合は１００ｋＮ） 

    ａ  ：タイヤの接地長（＝０.２ｍ） 

    Ｃ  ：車両の占有幅（＝２.７５ｍ） 

    θ  ：荷重の分布角（一般に４５°） 

    ｉ  ：衝撃係数（表８－４） 

  β  ：断面力の低減係数（表８－５） 

             表８－４  衝撃係数 

Ｈ（ｍ） Ｈ≦１.５ １.５＜Ｈ＜６.５ ６.５≦Ｈ 

ｉ ０.５ ０.６５－０.１Ｈ ０ 

 

表８－５  断面力の低減係数 

 土被りＨ≦１ｍかつ内径≧４ｍの場合 左記以外の場合 

β １.０ ０.９ 

 

（２）土による鉛直等分布荷重(ω) 

   鉛直土圧の算定は、図８－３、表８－６のとおり土被りにより直土圧

（全土荷重）と Terzaghi の緩み土圧を使い分ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－３ 土圧算定式の適用区分図 

式 (8.6)

式 (8.8),(8.9)

式 (8.10),(8.11)
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表８－６  土圧算定式の適用区分 

鉛直土圧 直土圧 
均一地盤における 

緩み土圧 

多層地盤における 

緩み土圧 

土圧算定式 

(φ=0 の場合) 
式８．６ 

式８．８ 

（式８．９） 

式８．１０ 

（式８．１１） 

活荷重 式８．７注１） －注２） －注２） 

適用土被り 

H（ｍ） 

H≦2D 

又は 

約 2.0 

2D 又は 

約 2.0＜H≦10.0 
10.0≦H 

粘着力ｃ － 
N 値＜2 の場合は C＝0 

2≦N 値＜25 の場合は C/2 注 3） 

地下水圧 － 原則として全ての地盤を土水一体とする 

層区分 － － 1～1.5D 注 4） 

 

注1) 自動車の後輪荷重による活荷重として、式 8.6 に含む（鉄道荷重等は別途考慮

する。） 

 注 2)土圧算定式中に、地表面の上載荷重の影響として P0(10kN/m2)を考慮する。 

 注 3)N 値＜2 の軟弱な粘性土地盤等では粘着力を考慮することは避けるべきである。

さらに、N 値≧25 の基盤層と判断される粘性土地盤以外では、土質調査結果によ

る粘着力ｃをそのまま緩み土圧の計算式に用いるのではなく、安全率 sf（＝2.0

程度）で除した値を採用することが望ましい。 

 注 4)層区分における最小の目安は緩み高さが 1D～1.5D（D：管外径）であることから

それ以上の層厚に区分することが望ましい。 

 

 

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ18～26 

 

①   直土圧の場合 

土被りが２Ｄ（Ｄ：管外径）又は２ｍ以下と比較的小さく、土のアーチ

ング効果への信頼性が低いと判断される場合や緩み高さが土被りに比べ大

きくなる場合に採用する。 

 

②   Terzaghi の緩み土圧の場合 

   緩み土圧は、土のアーチング効果が信頼できると判断できる場合に採用

する。緩み土圧の計算方法には一般的に Terzaghi の式が採用され、土被り

10ｍ以内に計画する場合は原則として均一地盤（ⅰ）、それを超える場合は

多層地盤（ⅱ）として計算する。 
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（ⅰ）  均一地盤における緩み土圧の基本式  

  Terzaghi の緩み土圧は式（８．８）で与えられる。 

均一地盤としての土質定数（γ，c，φ）は、各層厚に対する荷重平均を採

用することが望ましい。  

 

 q＝σＶ＝  
B1（γ－c/B1）

（1－e－Ko・ tanφ･H/B1）＋po･e－ Ko・ tanφ・H/B1 
Ko・tanφ  

 

B1＝Ro・cot〔
４５°＋φ /２

〕  
２  

……………………………（８．８）  

ただし、内部摩擦角φ＝0 の場合は解が不定となって適用できない。  

φ＝0 の場合、緩み土圧の計算に下記の式を便宜的に適用する。  

 

q＝σＶ＝（γ－c/B1）・H＋Po  ……………………………（８．９）  

 

ここに、  

q  ：管にかかる等分布荷重（ｋＮ／㎡）  

σＶ  ：Terzaghi の緩み土圧 （ｋＮ／㎡）  

Ko ：水平土圧と鉛直土圧との比  

（通常Ｋo＝1 としてよい）  

φ  ：土の内部摩擦角（度）  

po ：上載荷重（＝10ｋＮ／㎡）  

γ  ：土の単位体積重量（ｋＮ／ｍ 3）  

（通常土水一体としてよい）  

c ：土の粘着力（ｋＮ／㎡）  

Ro ：土の緩み幅を考慮した掘削半径（ｍ）  

（Ｄ /2+土の緩み幅），また，Bt/2 

Ｄ  ：管外径（ｍ）  

H ：土被り（ｍ）  

Bt ：土の緩み幅を考慮した掘削径（ｍ）  

     土の緩み幅は、一般的に片側 0.04m 

とされているが、低耐荷力管では  

0.02m を用いる  

  



72 

………………（８．１０）  

（ⅱ） 多層地盤における緩み土圧の基本式  

土の単位体積重量γ、粘着力ｃ、内部摩擦角φがそれぞれ異なる多層地盤

の場合は下記の式により緩み土圧を算出する。  

 

σＶ１＝  
B1（γ１－c１ /B1）

（1－e－Ko・ tanφ 1・Ｈ 1/Ｂ 1）＋po･e－Ko・ tanφ 1・Ｈ 1/Ｂ 1 
Ko・tanφ１  

   

σＶ２＝  
B1（γ２－c２ /B1）

（1－e－Ko・ tanφ 2・Ｈ 2/Ｂ 1）＋σＶ１･e－Ko・ tanφ 2・Ｈ 2/Ｂ 1 
Ko・tanφ２  

  

σＶｉ＝  
B1（γｉ－cｉ /B1）

（1－e－Ko・ tanφ i・Ｈ i/Ｂ 1）＋σＶi-1･e－Ko・ tanφ i・Ｈ i/Ｂ 1 
Ko・tanφｉ  

  

q＝σＶｎ＝  
B1（γｎ－cｎ /B1）

（1－e－Ko・ tanφn・Ｈn/Ｂ 1）＋σＶｎ -1･e－Ko・ tanφn・Ｈn/Ｂ 1 
Ko・tanφｎ  

 

 

 

 

 

 

ただし、内部摩擦角φ＝０の場合は解が不

定となって適用できない。  

φ＝０の場合、各層の緩み土圧の計算に下

記の式を便宜的に適用する。  

 

σＶｉ＝（γｉ－ｃｉ /Ｂ1）・Ｈｉ＋σＶｉ－１  

 

…………………（８．１１） 

Ｂ1＝Ｒo・cot〔  
４５°＋φｎ /２  

〕  
２  
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 ８－２－４ マンホール（立坑）位置の選定 

   マンホール（立坑）位置について次の検討を行ない選定する。 

 （１）道路(下水道管)の折点 （図８－４、図８－５） 

 （２）管径の変化する所   （図８－６） 

 （３）流入管のある所    （図８－７） 

 （４）本管に段差を生ずる所 

 （５）許容推進延長 

Ｌａ＝ 
Ｆａ－Ｆ０ 

…（８．１２）
（α･β･π･Ｂｃ･ｑ＋Ｗ）μ´＋α･π･Ｂｃ･Ｃ´

 （６）その他 

 〔解 説〕 

   図８－４            図８－５ 

 

 

 

 

 

 

 

   図８－６            図８－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）について 

    図８－４のケースは特例（地中接合等）を除きマンホール設置位置 

   となるが、図８－５の様なケースでは、カーブ推進法を考慮すること 

   ができる。 

 （３）について 

    流入管がある箇所でも、幹線ルートにマンホールを設置しない場合 

   もある。 

  ア 流入管掘削深さが深い場合はマンホールを設定する。 

 

 

φ900 φ900 

φ250 

φ400 

φ900 

φ1000 
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  イ 流入管掘削深さが浅い場合は、幹線ルートのサブ管を経由してマン 

   ホール接続する方法と、マンホールを設置し直接に接続する方法を経済 

   比較する。 

    なお、流入管きょの幹線への取込方針を明らかにしておく。 

 （５）について 

    許容推進延長（Ｌａ）は、式（８．５）を変形して総推進力（Ｆ）を 

   管の許容耐荷力（Ｆａ）に置き換えて算出する。 

 （６）について 

  ア スパン割によるマンホール（立坑）の設置位置は家屋の入口、玄関、 

   車庫等の前は可能な限り避ける。 

  イ 施工期間（発進立坑は長期間、到達立坑は比較的短期間である。） 

及び、道路使用方法、迂回路等を考慮する。 

 

 ８－２－５ 推進工法の縦断計画 

   発進及び到達立坑において、マンホールに設ける下水道縦断落差 

  は次の数値を標準とする。 

   両発進立坑        ２０㎜ 

   片発進片到達立坑     ５０㎜ 

   両到達立坑              １００㎜ 

 〔解 説〕 

 ア マンホールにおける損失水頭及び推進工法に対する許容施工誤差を 

  考慮し上記の値とした。 

 イ 土質や現場状況によっては落差を別途考慮する。 
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 ８－２－６  立坑の設計 

  (１) 立坑仮設工法の選定 

     立坑仮設工法としては、ライナープレート工法を標準工法とする。 

  〔解 説〕 

  ア  公害対策として無騒音、無振動で施工できる。 

  イ  地下埋設物が輻そうしている場合も、管投入吊降し空間及び、マンホー

ル立ち上り部の空間確保のほかは、これを移設しないで施工できる。 

    （杭打工法では杭打線が地下埋設物により左右され、移設できない地下 

    埋設物があるときは立坑の大きさ、形状に影響する。) 

  ウ  大型機械があまり必要でないので、交通量の多いときや工事場所が狭い 

    場合、作業帯が小さくてすむため杭打工法に対し有利である。 

    また、地上架空線等の移設、防護の必要が少なく施工できる。 

  エ  構造物が大きい場合や形状が特殊でそれに対応した立坑が必要となる 

    場合、また開削工事やポンプ場、処理場等で大規模な掘削となる場合、 

    またライナープレート工法が杭打工法に比べて不利と判断される場合は 

    杭打工法を考慮する。 
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 (２) ライナープレート工法の立坑形状 

  

立坑 

種別 

 

発    進    立    坑 

 

到    達    立    坑 

マン 

ホール 
小 判 型(1) 円  形 (2) 円  形 (1) 円  形 (2) 

 

標 標 

準 準 

円 矩 

形 形 

マ マ 

ン ン 

ホ ホ 

｜ ｜ 

ル ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円形特殊 

 マンホール 

 

 

  〔解 説〕 

    ア  発進立坑か到達立坑か、マンホールの種別、現場状況から立坑の形状 

      を選定する。 

    イ  到達立坑は、マンホールの種別、現場状況、副管の有無、比較検 

討により(１)か(２)のタイプを選定する。 

    ウ  到達立坑円形(２)の躯体立ち上り部のライナープレートは撤去し 

ない。 

      （撤去しない場合、地山との空隙を裏込め材で充填する。） 
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 (３) 発進立坑の形状寸法の決定 

  ア  小判型立坑 

      立坑幅＝次のＷ１、Ｗ２を満足するように決定する。 

   （ア） Ｗ１………推進作業に要する幅 

         Ｗ２………マンホール築造及び埋戻し作業に要する幅 

   （イ） 立坑長＝次のＬ１、Ｌ２を満足するように決定する。 

        Ｌ１………推進作業に要する立坑長 

        Ｌ２………ヒューム管投入、吊降し空間を考慮した立坑長 

        Ｌ１＝ ℓ  ＋  ｔ ＋ Ａ 

         ℓ：推進作業延長 

        ｔ：小判型立坑用の支圧壁の厚さで、所定の推力に対応する厚さ

            とする。 

     Ａ：立坑幅/２－（（立坑幅/２）2－（推進管外径/２）2）1/2 

  イ  円形立抗 

      立坑径＝次のＤ１、Ｄ２を満足するように決定する。 

        Ｄ１………推進作業に要する立坑外径。 

        Ｄ２………マンホール築造及び埋戻し作業に要する外径。 

        Ｄ１＝  ℓ  ＋  ｔ 

          ℓ：推進作業延長 

         ｔ：円形立坑用の支圧壁の厚さで、所定の推力に対応する厚さ 

             とする。 

  〔解 説〕 

  （ア）  について 

      Ｗ１は、下水道推進工法の指針と解説 2010 年 Ｐ185,188,189 

      Ｗ２は、Ｗ２＝ａ＋1.20 の式により算出する。 

       ここに、  ａ  ：マンホール外径寸法 

 

 （イ）  について 

   ａ  推進作業延長(ℓ)は式（８．１３）により算出する。 

       推進作業延長(ℓ) 
        ＝立坑長（Ｌ）－支圧壁厚（ｔ）－坑口厚（Ａ） 

………（８．１３） 

       出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年 Ｐ185 

 

 ｂ  管吊降し空間（Ｘ）は、ヒューム管を立坑長て方向に平行に吊降し

することを標準とするが、立坑幅が十分ある場合にはこの限りではな

い。なお、管投入吊降し空間（Ｘ）は、式（８．１４）により算出す

る。 

       Ｘ＝推進管長＋吊降し余裕（0.10ｍ）×２ ………（８．１４） 
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    ∴  管投入吊降し空間（Ｘ）を、算出すると、2.760～2.780ｍとなり、

ライナープレートの直線部長さは、2.826ｍ(0.157ｍ×18 ピッチ)と

なるが、支保鋼材の大きさも考慮して管投入吊降し空間（Ｘ）を決

定すること。 

※  埋込カラー型推進管長は、φ800～φ2200 までは 2.560ｍ、日本下

水道協会規格(ＪＳＷＡＳ Ａ－２)φ2400～φ3000 までは 2.580ｍ

となる。 

 

 

図８－８ 支保工タイプ（円形・矩形マンホール共） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管投入吊降し空間（Ｘ）

推進作業延長（ℓ ）  支圧壁厚（ｔ）（Ａ）  

立坑延長（Ｌ１  ｏｒ  Ｌ２）  

（
ａ

）
 

6
0

0
 

6
0

0
 

立
坑

幅
（

Ｗ
１

 
o

r 
Ｗ

２
）

 

円形マンホール  矩形マンホール  
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 （４）到達立坑の形状寸法の決定 

      形状は円形を標準とし、外径はマンホール並びに副管築造及び埋戻

    し作業に要する余裕から決定する。 

  〔解 説〕 

   円形、矩形マンホール共   

      Ｄ＝ａ＋1.20 

      ａ：マンホール外径・対角線寸法 

 

 

 

 

 

 

                                                      図８－９ 

 

 （５） 推進基礎工 

   ア  推進立坑の推進基礎工は次のとおりとする。 

                                                     単位  ㎜ 

 

 
名 称 

 

管 径 

基礎コンクリート厚 
砕 石 基 礎 厚 

(再生砕石４０-０）

８００～３０００ １５０ ２００ 

 

   イ  発進立坑の推進基礎コンクリート天端位置は、マンホール底版の 

     下端とする。 

   ウ  到達立坑は、マンホール基礎を兼ね、砕石基礎（２０㎝）とす

る。また、立坑内で有筋構造物がある場合には、１０㎝の基礎コン

クリートを計上する。 

エ 基礎下面土質が礫質土の場合は、基礎砕石を省略する。  

  〔解 説〕 

    ア  平成８年度 下水道用標準歩掛表 Ｐ１５５を準用する。 

 イ  土質が軟弱な場合は、現場状況により均しコンクリート 

       （厚さ５～１０㎝）を使用することができる。 

   エ 礫質土の場合は、基面の整正により施工が可能なため。 

 

D

ａ

ａ

D 

600 

600

600

600 
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 (６) 立坑支保工の選定 

  ア  小判型立坑 

   (ア) 支保工タイプ（Ｈ－２００以上）を原則とする。但し、現場条件

    により補強リングタイプにすることもできる。 

（イ） ライナープレートの板厚は、２.７㎜使用を標準とする。 

  イ  円形立坑 

     板厚２.７㎜使用を標準とする。 

  〔解 説〕 

ア について 

   リース加工製品は、Ｈ－２００以上が一般的なため、Ｈ－２００ 

以上を標準とする。 

ア、イ について 

板厚２.７㎜において、所要の断面性能が得られない場合には、 

板厚の変更又は、補強リングにて経済比較を行い決定すること。 

    

 ８－２－７  支圧壁及び空伏せ管の設計 

  (１) 支圧壁の設計は、ランキンの受動土圧公式を採用する。 

Ｒ＝α・Ｂ･（γ・Ｈ２ 
Ｋp

＋２・Ｃ・Ｈ・√Ｋp＋γ・ｈ・Ｈ・Ｋp）
２ 

                                            ………（８．１５）

  (２) 空伏せ管の設計は、下水道協会式を採用する。 

  〔解 説〕 

  (１)について 

      支圧壁は、推進力に対して十分耐えるものでなければならない。 

    ここに、 

Ｒ ：推進反力（地山の耐荷力）（ｋＮ） 

α ：係数(1.5～2.5)……α＝２とする。 

Ｂ ：支圧壁幅(ｍ) 

γ ：土の単位体積重量(ｋＮ/ｍ３) 

Ｈ ：支圧壁の高さ(ｍ) 

Ｋp ：受働土圧係数＝ tan２(45°＋
φ

) 
２

φ ：土の内部摩擦角（度） 

Ｃ ：土の粘着力(ｋＮ/ｍ２) 

ｈ ：地表よりの深さ(ｍ) 
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                図８－１０  反力説明図 

 

※  ライナープレート立坑の場合は、矩形断面の断面係数と同一以上の 

厚みをもつ三ヶ月形とする。（詳細は、日鐵ライナープレートマニュアル参照） 

  

 

(２)について 

ア 下水道協会式の、矢板引き抜きを行わない場合を適用する。 

 

イ 溝壁と埋戻し土摩擦角（δ）は、 

ライナープレートを撤去する場合はδ＝φ 

    ライナープレートを存置する場合はδ＝0.54φ とする。 

    （φ：埋戻し土の内部摩擦） 

 

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ93～,Ｐ243～ 

   管種基礎判定図 平成 2 年 3 月 東京都都市計画局 Ｐ32

 ｈ

F 

H

R
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小口径管推進工法  

 ８－３ 小口径管推進工法 

８－３－１ 小口径管推進工法の分類 

  小口径管推進工法は、推進管種で分けると３つの方式に分類される。

 （１）高耐荷力方式 

 （２）低耐荷力方式 

 （３）鋼製さや管方式 

 〔解 説〕 

 （１）高耐荷力方式について 

    高耐荷力管きょ（鉄筋コンクリート管等）を用い、推進方向の管の耐

荷力に対して、直接管に推進力を負荷して推進する施工方式である。 

 （２）低耐荷力方式について  

    低耐荷力管きょ（硬質塩化ビニル管等）を用い、先導体の推進に必要

な推進力の先端抵抗を推進力伝達ロッドに作用させ、管には、土との管

周面抵抗力のみを負担させることにより推進する施工方式である。 

 （３）鋼製さや管方式について   

    鋼製管に直接推進力を伝達して推進し、これをさや管として用いて鋼

製管内に硬質塩化ビニル管等の本管を布設する施工方式である。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧入方式 

オーガ方式 

泥水方式 

泥土圧方式 

圧入方式 

オーガ方式 

泥水方式 

泥土圧方式 

圧入方式 

オーガ方式 

泥水方式 

ボーリング方式 

高耐荷力方式  

低耐荷力方式  

鋼製さや管方式  
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８－３－２ 小口径管推進工法の選定方法 

 選定手順は、下記の選定条件をもとに大別方式の選定から各工法の適

用性判定及び総合評価までを行うことが多い。 

（１）管種・呼び径 

（２）１スパンの推進延長 

（３）土質条件及び地下水条件 

（４）特殊条件 

 

 

工 法 選 定 条 件 

①  管種、呼び径  
勾配  

②１スパンの  
 推進延長  

③土質条件  
及び  

地下水条件  
④特殊条件  

 
 

 
 

 大 別 方 式 の 選 定  

 
 

 
 
 

詳細条件による各工法別の適用性判定  
①適用可能管種  
②適用可能呼び径  
③適用可能１スパン推進延長

④適用土質範囲  ⑤特殊条件の検討  
・土質分類  
・Ｎ値  
・最大粒径  
（礫径及び含有率）

・地下水位（水圧）

・透水係数  

・玉石、岩盤掘削対応

・立坑条件への対応  
・取付管推進対応  
・曲線推進対応  
・長距離推進対応  

 
  

 
 

 施 工 可 能 工 法 の 抽 出  

 
  

 

 総 合 判 定  

 
  

 

 工 法 の 決 定  

 

 

 

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ138～Ｐ149 
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 ８－３－３  推  進  管 

     下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管(ＪＳＷＡＳ Ａ－６) 

   を使用し、次の検討を行う。 

 

(1) 鉛直方向の管の耐荷力（許容応力） 

ｆ＝
Ｍｒ 

＝ 
ｑｒ

≧１.２ 
Ｍ ｑ 

 (2) 推進方向の管の耐荷力（許容応力） 

        Ｆａ＝1000σｍａ・Ａｅ 

〔解 説〕 

      計算内容については、８－２－２参照。 

    なお、管の許容耐荷力については、表８－７とする。 

                   表８－７  管の許容耐荷力表 

呼び径 

(㎜) 

管厚中心半径 

ｒ 

(ｍ) 

管の有効断面

Ａｅ 

（ｍ２） 

管の自重 

Ｗ 

（ｋＮ/ｍ）

管の許容耐荷力（ｋＮ）

５０(Ｎ/㎜２) ７０(Ｎ/㎜２)

２５０ 0.1525 0.0401 1.266 ５２１ ７０２ 

３００ 0.1785 0.0494 1.536 ６４２ ８６４ 

３５０ 0.2050 0.0607 1.857 ７８９ １０６３ 

４００ 0.2315 0.0730 2.202 ９５０ １２７８ 

４５０ 0.2585 0.0881 2.615 １１４６ １５４２ 

５００ 0.2850 0.1026 3.012 １３３４ １７９６ 

６００ 0.3400 0.1369 4.106 １７８０ ２３９６ 

７００ 0.3950 0.1839 5.367 ２３９１ ３２１９ 

   ※Ｆａの計算に用いた許容平均圧縮応力度σｍａは、 

    Ⅰ類のσｃ＝５０Ｎ/㎜２以上については、１３.０Ｎ/㎜２、 

    Ⅱ類のσｃ＝７０Ｎ/㎜２以上については、１７.５Ｎ/㎜２ 

    としている。 

   

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 Ｐ37～ 
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 ８－３－４  推  進  力 

     高耐荷力方式は高耐荷力泥水・泥土圧方式算定式を、低耐荷力方式は

低耐荷力方式算定式を基本とする。 

〔解 説〕 

 高耐荷力方式の圧入方式、オーガ方式の「適用可能１スパン推進 

延長」表を参考にする。 

  

出典：下水道推進工法の指針と解説 2010 年 Ｐ46,Ｐ143 

   

 ８－３－５  マンホール（立坑）位置の選定 

     ８－２－４参照。 

 

 ８－３－６  小口径管推進工法の縦断計画 

     ８－２－５参照。 

 

 ８－３－７ 立坑の設計 

 （１）ライナープレート工法を標準とし、立坑の形状寸法は表８－８ 

    を標準とする。発進立坑については適用する工法により 

寸法を考慮すること。 

    ただし、斜発進や坑口工を設ける場合は、別途考慮する。 

 （２）推進基礎工は、基礎コンクリート厚＝１５㎝ 

               基礎砕石厚＝２０㎝ とする。 

 〔解 説〕 

表８－８：立坑の形状寸法              単位：㎜ 

 

立 坑     

（円 形   ） 

０号マンホール φ２０００ 

１号マンホール φ２５００ 

２号マンホール φ２５００ 

３号マンホール φ３０００   
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第９章 薬液注入工法 

 

 ９－１ 薬液注入工法 

  対象となる地盤の特性を十分把握し、注入の目的をはっきりとし、 

さらに、地質や周辺状況を考慮し、計画検討する。 

 〔解 説〕 

   薬液注入工法については、一般的に（社）日本グラウト協会の「薬液注

入の設計・施工指針」に従い、設計・施工が行われている。また、設計資

料等については、これら下記の資料に基づき設計するものとした。 

   

〔資 料〕 

   薬液注入工法の設計・施工指針 平成元年 6 月 

（旧（社）日本薬液注入協会） 

薬液注入工 設計資料 令和 4 年度版（（社）日本グラウト協会） 

   薬液注入工 積算資料 令和 4 年度版（（社）日本グラウト協会） 

   薬液注入工 施工資料 平成 30 年度版（（社）日本グラウト協会） 

   新訂正しい薬液注入工法 2015 年版（（社）日本グラウト協会） 
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 第１０章 参考資料 

 

 １０－１ 設計条件 

（１）各種の計算に用いる諸条件は地質土質調査によるものとする。 

（２）旧相模原市域で諸条件が標準であると想定される場合は過去の資

料より決定された旧相模原市域の参考値を用いてもよい。 

  〔解 説〕 

（１）について  

   地盤の変形係数 E０の推定については、道路橋示方書・同解説 Ⅳ 

下部構造編 Ｐ255 を参考にすること。 

 

（２）について 

      旧相模原市域の参考値 

 
単位体積

重量(γ)

粘着力 

(Ｃ) 

内部摩擦角

(φ) 

変形係数 
Ｎ値

(E０) (Eｇ) 

単    位 (ｋＮ/ｍ3) (ｋＮ/ｍ2) (°) (ｋＮ/ｍ２)  

粘性土 １４ ６０ １２ 10000 20000 5 

改良土 １５ ６０ １２ － 20000 5 

ﾀﾞｽﾄ (C-10) １８  ３０ － 20000  

再生ﾀﾞｽﾄ(RC-10) ２０  ３０ － 20000  

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(C-40) ２０  ３５ － 20000  

   

ア 埋戻し土の変形係数 Eｇについては、一般的に土質調査から求める 

ことが困難なため、上記値を採用する。 

 

イ 特殊人孔構造計算の手引きＰ３―２の表３．２ではゆるいものと密な

もので単位体積重量を分けているが、本市における一般的な土質状態を

考えると密なものの状態は適当でないため、本指針では分けることはし

ない。よって、埋戻し材(発生土)の単位体積重量は地山の単位体積重量

と同じとする。 

 

出典：管種基礎判定図 平成２年３月（東京都都市計画局）Ｐ26～ 

道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下部構造編 平成 24 年 4 月  

特殊人孔構造計算の手引き 平成 16 年６月（東京都）Ｐ３―２ 
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１０－２ 河川管理者等一覧表 

 

（1）旧市域 

               河川法の指定に基づく河川 

河川名 区        間 河川指定 管理者及許認可窓口 

相模川 
小倉橋より下流 

（座間市境）
一級河川

県厚木土木事務所 

許認可指導課 

境 川 

淵野辺、根岸橋より 

上流 
二級河川

県厚木土木事務所 

津久井治水センター 

淵野辺、根岸橋より 

下流（大和市境） 
同    上

東京都南多摩東部建設事務所 

管理課河川管理係 

鳩  川 

 注１） 

 注２） 

上溝、千年橋より 

上流部 
準用河川 河川課 

上溝、千年橋より 

下流部 
一級河川

県厚木土木事務所 

津久井治水センター 
（鳩川分水路～姥川合流点の管理は

市河川課で行っているので協議が必

要） 

道保川 

下溝、古山暗渠より 

下流部 
同    上

県厚木土木事務所 

津久井治水センター 
（鳩川分水路～姥川合流点の管理は

市河川課で行っているので協議が必

要） 

下溝古山暗渠より 

上流部 
普通河川 中央・南土木事務所 

八瀬川 

相模川第９雨水幹線 

分派点より下流、 

相模川より上流 

準用河川 河川課 

姥  川 

上溝１丁目開きょ部 

起点から下流鳩川との

合流点まで 

準用河川 河川課 

上記以外の小河川・市有水路及び国有水路 
農政課 

市各土木事務所 

 

 備  考 

注 １） 一級河川、鳩川及び準用河川には砂防指定区間があるの 

で確認のこと。（姥川合流点から１２９号バイパスまで） 

注 ２） 鳩川の上九沢・内出橋より上流部は、公共下水道雨水幹線であ 

る。 
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（2）津久井地域 

河川法の指定に基づく河川 

河川名  区   間  河川指定  管理者及び許認可窓口  

相模川  
注１）  

小倉橋より下流部  一級河川  
県厚木土木事務所  

許認可指導課  

山 梨 県 界 か ら 小 倉 橋

まで  
同  上  

県厚木土木事務所  
津久井治水センター  

道志川  
注１）  

山 梨 県 界 か ら 相 模 川

合流点まで  
同  上  同  上  

早戸川  
注１）  

蛙 沢 川 合 流 点 か ら 中

津川合流点まで  
同  上  

県厚木土木事務所  
津久井治水センター  

串 川  
注１）  

根 無 川 合 流 点 か ら 相

模川合流点まで  
同  上  同  上  

秋山川  
注１）  

山 梨 県 界 か ら 相 模 川

合流点まで  
同  上  同  上  

金山川  
山 梨 県 界 か ら 秋 山 川

合流点まで  
同  上  同  上  

境 川  
淵野辺、根岸橋より 

上流  
二級河川  同  上  

小松川  
松 風 橋 か ら 境 川 合 流

点まで  
同  上  同  上  

本 沢  
砂 防 堰 か ら 境 川 合 流

点まで  
同  上  同  上  

 
その他の河川等  

河川名  区   間  河川指定  管理者及び許認可窓口  

 
小河川・市有水路及び国有水路 注２）  

 

県厚木土木事務所  
津久井治水センター  
緑・津久井土木事務所  
相模原市各経済所管課  

備 考  
 注１）一級河川、相模川・道志川・早戸川・串川・秋山川の渓流には砂防

指定区間があるので、神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター

に確認のこと。  
注２）沢については、緑・津久井土木事務所に確認のこと。  
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１０－３ 道路管理者等一覧表 

区     分 管 理 者 許認可申請等 事前調整及び協議 備   考 

市道全路線 相模原市 
路政課及び 

各土木事務所 
同    左 

 

 

主要地方道 

及び一般県道 
同    上 同    上 同    左 

 

 

国道４１３号線 同    上 
緑土木事務所 

津久井土木事務所
同    左 

 

 

国道４１２号線 同    上 津久井土木事務所 同    左 
 

 

国道１２９号線 同    上 中央土木事務所 同    左  

国道１６号線 

国土交通省 

関東地方 

整備局 

国土交通省 

相武国道事務所 

八王子出張所 

国土交通省 

相武国道 

事務所 

管理第一課 

 

 

国道２０号線 

国土交通省

関東地方整

備局 

国土交通省 

相武国道事務所日

野出張所 

国土交通省 

相武国道事務所

管理第一課 

 

農     道 
（該当すると思われる路線をよく調査の上、市農政課と 

協議のこと） 
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92 
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１０－４  掘  削  等  の  制  限 

 

（1）旧市域 

区    分 種        別 
掘削等の制限期間 

（新設及び改修等から） 
備  考 

市    道 

Ｎ１～Ｎ３ 

（含む、歩道） 
１年間 

占用規則

第１１条

Ｎ４～Ｎ７ 

（特殊舗装、インター 

ロッキング等） 

３年間 

セメントコンクリート 

舗          装 
１年間 

国道１２９号線

国道４１３号線

主要地方道 

及び一般県道 

オーバーレイ 5 ㎝以上 

アスファルト舗   装 
３年間 

 オーバーレイ 5 ㎝以下 

(歩道) 
３年間 

セメントコンクリート 

舗              装 
１年間 

国道１６号線 

歩           道 １年間 

 

車           道 ５年間 

 

（2）津久井地域 

区 分  種 別  掘削等の制限時間  
（新設及び改修等から）  

備 考  

国道２０号線  

歩 道  １年間   

車 道  ５年間   
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１０－５  管理者連絡先一覧表  

区分 管  理  者  名 備    考 

警

察 

相模原警察署  

相模原南警察署  

相模原北警察署  

津久井警察署  

道 

路 

国土交通省関東地方整備局 

相武国道事務所 
 

中日本高速道路株式会社  

水

道 

神奈川県企業庁 

相模原南営業所 

相模原営業所 

津久井水道営業所 

相模川水系 

ダム管理事務所 

谷ケ原浄水場 

川崎市水道局谷ケ原取水事務所 
 

 

横浜市水道局西谷浄水場 
 

 

横浜市水道局青山水源事務所 
 

 

横浜市水道局相模原沈殿事務所  

神奈川県内広域水道企業団  

河

川

・

用

水

路

神奈川県厚木土木事務所 

許認可指導課 

津久井治水センター 

東京都南多摩東部建設事務所  
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区分 管  理  者  名 備      考 

鉄

道 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

 

小田急電鉄株式会社  

京王電鉄株式会社  

バ

ス 

神奈川中央交通株式会社  

神奈川中央交通東株式会社  

神奈川中央交通西株式会社  

京王電鉄株式会社  

電

話 

東日本電信電話株式会社  

ＫＤＤＩ株式会社  

ガ

ス 
東京ガス湘南導管 

ネットワークセンター 
 

日本瓦斯株式会社津久井営業所  

電

気

東京電力パワーグリッド  
株式会社 

 

清 

掃 

橋本台環境事業所  

麻溝台環境事業所  

相模台収集事務所  

津久井クリーンセンター  

有
線
放
送 

Ｊ－ＣＯＭ  

㈱ＵＳＥＮ  

キャンシステム㈱  

国際音楽放送㈱  

町田有線放送㈱  
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神
奈

川
県

企
業

庁
水

道
局

 
所

轄
区

域
図

 

津
久

井
水

道
営

業
所

 

相
模

原
南

水
道

営
業

所
 

相
模

原
水

道
営

業
所
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所管区域 
管轄水道営業

所 

中央区 全域 

相模原水道営

業所 

緑区のう

ち右記の

区域に限

る（橋本

周辺地

域） 

相原、相原１丁目、相原２丁目、相原３丁目、相原４

丁目、相原５丁目、相原６丁目、大島、大山町、上

九沢、下九沢、田名、西橋本１丁目、西橋本２丁

目、西橋本３丁目、西橋本４丁目、西橋本５丁目、

二本松１丁目、二本松２丁目、二本松３丁目、二本

松４丁目、橋本１丁目、橋本３丁目、橋本４丁目、橋

本５丁目、橋本６丁目、橋本７丁目、橋本８丁目、橋

本台１丁目、橋本台２丁目、橋本台３丁目、橋本台

４丁目、東橋本１丁目、東橋本２丁目、東橋本３丁

目、東橋本４丁目及び元橋本町に限る。 

南区 全域 
相模原南水道

営業所 

緑区のう

ち右記の

区域を除

く全域 

相模原水道営業所管轄区域及び 

青根、吉野（１番から 1,690 番まで及び 2,110 番か

ら 2,738 番までを除く。）、澤井（１番から 1,745 番ま

で、2,244 番から 2,506 番まで、2,610 番から 2,616

番まで及び 2,632 番から 2,789 番までを除く。）、名

倉（１番から 656 番まで、773 番から 1,656 番まで、

2,162 番から 2,742 番まで及び 4,143 番から 4,592

番までを除く。）、日連（１番から 1,115 番まで、

1,147 番から 1,201 番まで及び 1,213 番から 2,097

番までを除く。）、牧野（4,818 番、4,819 番、4,826 番

から 4,830 番まで、4,841 番から 4,843 番まで、

4,914 番、4,922 番から 4,928 番まで、5,517 番から

5,519 番まで、5,528 番から 5,530 番まで、5,533 番

から 5,556 番まで、5,563 番から 5,587 番まで、

5,593 番から 5,598 番まで及び 5,635 番から 5,637

番までを除く。）を除く。 

津久井水道営

業所 
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 １０－６  路面復旧構成表 

（1）旧相模原土木管内 

路線名 区     間 区分 摘  要 

１２９号 橋本五差路～新昭和橋 Ｄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４１３号 城山町境～16 号橋本陸橋 Ｃ 

相模原 

茅ヶ崎線 

県道番号 46

全     線 
Ｃ 

相模原 

大磯線 

63

〃 

Ｃ 

相模原 

町田線 

交差点    交差点   52

昭和橋 ～ 相模原茅ヶ崎線 
（麻溝小学校入口交差点）

Ｄ 

交差点      〃

相模原茅ヶ崎線 ～ 森野橋 
（麻溝小学校入口交差点） 

Ｃ 

旧 道 当 麻   〃
Ａ 

相模原 

愛川線 

54

全     線 
Ｃ 

町 田 

厚木線 

51

〃 
Ｃ 

鍛治谷 

相模原線 

48

城山町境 ～ 昭和橋 
Ｃ 

八王子 

城山線 

506

二国橋～城山町境 

Ｂ 

相武台 

相模原線 

507

全     線 
Ｃ 

相模原 

立川線 

503

小山橋 ～ 16 号交差点 
Ｃ 

〃

16 号交差点 ～ 厚木城山線  
Ｂ 

 ※詳細は国・県道舗装台帳を確認すること。 

 

表層（密粒度） 

基層（粗粒度） 

路盤 
RM－４０ 

 ５

 ５

３０

B 

上層路盤 
（再生瀝青安定処理） １０

表層（改質Ⅱ） 

基層（粗粒度） 

路盤 
RM－４０ 

 ５

 ５

３０

C 

上層路盤 
（再生瀝青安定処理） ２０

表層（改質Ⅱ） 

基層（粗粒度） 

路盤 
RM－４０ 

 ５

３０

D 

上層路盤 
（再生瀝青安定処理） ２５

１０

表層（密粒度） 

基層（粗粒度） 

路盤 
RM－４０ 

 ５

 ５

３０

A 
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路線名 区     間 区分 摘  要 

橋 本 

停車場線 

505

全     線 
Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淵野辺 

停車場線 

502

全     線 
Ｂ 

相模原 

大蔵町線 

57

全     線 
Ｃ 

 

相模原 

停車場線 

504

〃       
Ｃ 

相武台下 

停車場線 

509

〃       
Ｂ 

厚 木 

城山線 

 508

上溝交差点 ～ 城山町境 
Ｃ 

旧 道 六 地 蔵  〃 Ａ 

〃

上溝南高校前交差点～ 

相模原茅ヶ崎線
（田尻交差点）

Ｃ 

旧 129 号    交差点 〃 

塩田原交差点 ～相模原町田線 
（下当麻交差点）

Ｂ 

       

※詳細は国・県道舗装台帳を確認すること。 

 

表層（密粒度） 
 

路盤 
RＭ－40 

 ５

３０

L 

透水性舗装用 As（開粒度）  
路盤 

RC－40 

 ４

１０

歩道（一般）

１０フィルター層 
  （砂） 

透水性舗装用 As（開粒度）  
路盤 

RC－40 

 ５

２０

歩道（切下）

１０フィルター層 
  （砂） 

表層（密粒度）

基層（粗粒度） 

路盤 
RC－40 

 ５

 ５

３０

歩道（大型切下）
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（2）旧津久井土木管内 

路線名 区     間 区分 摘  要 

４１２号 愛 川 町 境 ～ 2 0 号 交 差 点 Ｃ  

４１３号 両国橋～城山町境 Ｃ 

四日市場 

上野原線 

県道番号 35

上野原市秋山行政境 

  ～上野原市上野原行政境 

Ａ 

鍛冶屋 

相模原線 

48

川堺橋～城山町境 
Ｃ 

伊勢原 

津久井線 

64

全     線 

Ｌ 

厚木愛川 

津久井線 

65

全     線 
Ｂ 

山北 

藤野線 

76

全     線 
Ａ 

八王子 

城山線 

506

城山町境～413 号東原宿交差点 
Ｂ 

厚木 

城山線 
508

城山町境～413 号谷が原浄水場交差点 
Ｃ 

長竹 

川尻線 

510

全     線 
Ｂ 

太井 

上依知線 

511

長竹川尻線交差点～愛川町境
Ｂ 

鳥屋 

川尻線 

513

全     線 
Ｂ 

三井 

相模湖線 

515

全     線 

Ａ 

浅川 

相模湖線 

516

全     線 

Ｌ 

奥牧野 

相模湖線 

517

全     線 
Ａ 

藤野 

津久井線 

518

全     線 
Ｌ 

相模湖 

停車場線 

519

全     線 
Ｌ 

吉野上野原

停車場線 

520

全     線 
Ｌ 

佐野川 

上野原線 

521

全     線 
Ｌ 

棡原 

藤野線 

522

全     線 
Ｌ 

藤野 

停車場線 

523

全     線 
Ｌ 

※詳細は国・県道舗装台帳を確認すること。

表層（再生密粒度） 
上層路盤 
RM-40 

下層路盤 
RC-40 

 ５

１５ 

３５ 

A 

表層（密粒改質Ⅰ） 

基層（粗粒度） 

下層路盤 
RC-40 

 ５

 ５

３０ 

B 

上層路盤 
RM-40 

２５ 

表層（密粒改質Ⅱ） 

基層（粗粒度） 

上層路盤 
RM-40 

 ５

 ５

２０ 

C 

（再生瀝青安定処理） 
１０ 

４０ 

上層路盤 

下層路盤 
RC-40 

表層（再生密粒度） 
上層路盤 
RM-40 

下層路盤 
RC-40 

 ５

１５ 

２０ 

Ｌ 
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  １０－７  設計図面の作成例 
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１～５号道路

２.７ｍ以上

分筆されている

２.７ｍ未満

分筆されていない  

２号道路  

４号道路  

５号道路  

１号道路

３号道路

対

象

外 

３戸以下

一部不承諾

設

置

で

き

な

い

４戸以上  

全員承諾  

支障なし  

設置できる  

支障あり

１戸以下  

一部不承諾  

設

置

で

き

な

い

２戸以上

全員承諾

支障なし

設置できる  

支障あり  

１０－８ 公共下水道（汚水）の私道内設置可否フローチャート  

（公共下水道の私道内設置に関する要綱第２条、第３条関係） 

 

［私道の種類］ 

 

［私道の幅員］ 

 

［私道の分筆］ 

 

［私道の区分］ 

 

 

 

［沿道家屋数］ 

 

［土地所有者］ 

 

［障害状況］ 

 

 

 

※私道の種類 

・１号道路：要綱第２条第１号に該当するもの 

       建築基準法第４２条第１項第２号に規定する道（道路法以外の法律に基づく道） 

       原則、公共下水道整備年度以後の開発行為等により整備される道路は除く。 

・２号道路：要綱第２条第２号に該当するもの 

       建築基準法第４２条第１項第３号に規定する道（既存道路） 

・３号道路：要綱第２条第３号に該当するもの 

       建築基準法第４２条第１項第５号に規定する道（位置指定道路） 

・４号道路：要綱第２条第４号に該当するもの 

       建築基準法第４２条第２項に規定する道（２項道路） 

・５号道路：要綱第２条第５号に該当するもの 

       現況が道路の用に供されており、上記の各号道路のいずれかと同等とみなされる土地 
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＊特定事業場とは、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 12 条の

2 第 1 項に定める工場又は事業場のこと。 

＊工程系排水の水質監視用公共汚水ますを塩化ビニル製とした場合

は、球面インバートますを使用する。 

＊採水ますの設置は、排水量 50 ㎥／日以上を目安とし、詳細は下

水道管理課と協議をする。

１０－９
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１０－１０ 管種別削孔径一覧表  
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第１１章 計 算 例      

 

 １１－１ 管きょ基礎計算例 

  １１－１－１ 剛性管の基礎（Ｐ２１参照） 

  設計条件 

   アルミ矢板建込み工法による開削工事 

   土被り               Ｈ ＝３.５ｍ 

   管外径               Ｂc＝３０６mm 

   管厚中心半径            Ｒ ＝０.１３９ｍ 

   外圧強さ (１種管)         Ｑ ＝１７ｋＮ/ｍ 

   管の自重              ｗ ＝０.５９９ｋＮ/ｍ 

   支承条件による係数 (砂基礎)    ｋ ＝０.２７５ 

   埋戻し土の単位体積重量       γ ＝１５ｋＮ/ｍ３ 

   断面力の低減係数          β ＝０.９（表８－５） 

   後輪荷重              Ｐ ＝１００ｋＮ（Ｔ-25） 

   車輪占有幅             Ｃ ＝２．７５ｍ 

   タイヤの設置長さ          ａ ＝０．２ｍ 

 

  埋め戻し土による鉛直荷重(ω)の計算 

   下水道協会式より算出  次ページ参照 

   ω＝63.719ｋＮ/ｍ２ 

  活荷重の計算（表８－４ 表８－５ Ｐ６９参照） 

   ｉ＝０.６５－０.１Ｈ＝0.65-0.1×3.5＝0.3 

 

ｐ＝ 
２Ｐ(１＋ｉ)β  

＝
２×100×(1+0.30)×0.9 

＝11.818ｋN/ｍ２

Ｃ(ａ+２Ｈtanθ) 2.75×(0.2+2×3.5×tan45 ﾟ) 

   ｑ＝ω＋ｐ＝63.719＋11.818＝75.537kN/ｍ２ 

   Ｍr＝０.３１８ＱＲ＋０.２３９ＷＲ 

    ＝0.318×17×0.139＋0.239×0.599×0.139＝0.7713ｋＮ・ｍ/ｍ 

   Ｍ ＝ｋｑＲ２ 

    ＝0.275×75.537×0.139２ 

    ＝0.401kN・ｍ/ｍ 

 

Ｆ＝ 
Ｍｒ

 

＝ 
０.７７１３ 

 

＝１.９２＞１.２５ 
Ｍ ０.４０１０ 

   従って１種管砂基礎でＯＫ 
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 １１－１－２ 可とう性管の基礎（Ｐ２２参照） 

  設計条件 

   アルミ矢板建込み工法による開削工事 

   呼び径             φ ＝２００mm 

   土被り             Ｈ ＝３５００㎜ 

   管厚中心半径          Ｒ ＝１０４.５㎜ 

   埋戻し土の単位体積重量     γ ＝０.００００１５ｋＮ/㎜３ 

 

   曲げ応力の計算 

   ｑ＝γ・Ｈ  ｑ：埋戻しによる鉛直土圧（N/㎜２）（Ｐ２２参照） 

    ＝0.000015×3500 

    ＝0.0525N/㎜２ 

   ｉ＝0.65-0.1Ｈ＝0.65-0.1×3500/1000＝0.3 

ｐ＝ 
２Ｐ(１＋ｉ)β 

＝
2×100000(1+0.30)×0.9 

＝0.012N/㎜２

Ｃ(ａ＋２Ｈtanθ) 2750×(200+2×3500×tan45 ﾟ) 

 

    Ｍ＝（ｋ１ｑ＋ｋ２ｐ）Ｒ２ 

  (管頂)＝(0.107×0.0525+0.079×0.012)×104.5２＝71.70N･㎜/㎜ 

  (管底)＝(0.121×0.0525+0.011×0.012)×104.5２＝70.81N･㎜/㎜  

（表３－９、表３－１０ Ｐ２３参照） 

σ＝ 
Ｍ 

 

＝ 
71.70

＝8.78＜18kN/㎜ 2

Ｚ 8.17 

  たわみ率の計算（Ｐ２２参照） 

δ＝(Ｋ１ｑ＋Ｋ２ｐ) 
Ｒ４ 

Ｅ・Ｉ

＝(0.070×0.0525+0.030×0.012)× 
104.54 

＝5.6 ㎜ 
3000×28.6 

Ｖ＝ 
δ 

×１００＝
5.6 

×100＝2.7％＜5.0％ 
２Ｒ 2×104.5

 

   従って砂基礎でＯＫ 
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１１－２ 土留工計算例 

 １１－２－１ 支保工１段の場合（Ｐ５８参照） 

（１）設計条件 

     土圧係数       ：Ｋ ＝０.２ 

     土の湿潤単位体積重量 ：γｔ＝１４ｋＮ/ｍ３ 

     上載荷重       ：ｑ ＝１０ｋＮ/ｍ２ 

     掘削深さ       ：Ｈ ＝２.０ｍ 

     掘削幅        ：Ｂ ＝０.９０ｍ 

     切梁間隔       ： ℓ ＝２.５ｍ 

 

（２） 仮設図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 土圧計算 

ｈ´ ＝ 
ｑ 

＝
１０

＝０.７１ｍ 
γｔ １４

Ｈ´ ＝ ２.７１ｍ 

ｈ ＝ ０.４Ｈ´＝１.０８ｍ 

Ｈ´－ｈ ＝２.７１－１.０８＝１.６３ｍ 

ＰＢ ＝ＰＣ＝Ｋ･γｔ･Ｈ´  

 ＝０.２×１４×２.７１＝７.５９ｋＮ/ｍ２ 

     

 

Ｈ
＝

２
．

０
 

０．９０  
１

．
０

１
．

０

H
=
２

．
０

 
ｈ

´
=
０

．
７

１

H
´

=
２

．
７

１

１
．

６
３

１
．

０
８

PB 

PC 

１
．

０
１

．
０

ｑ＝１０kＮ /m2 

B

Ｃ

Ａ
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（４） 矢板断面の設計 

  ア．土圧を考慮すると、最大曲げモーメントはＢＣ間に生じると 

   考えられるので、ここではＢＣ間について計算する。 

イ．最大曲げモーメント（Ｍｍａｘ）を求める。 

Ｍｍａｘ＝ 
ＰＣ×１.０２ 

 

＝０.９４９ｋＮ･ｍ 
８ 

  ウ．許容応力度（σａ）を求める。 

σａ＝
 Ｆ 

＝
２４５ 

＝１６３Ｎ/mm2 
１．５ １．５ 

エ．最小必要断面係数（Ｚ）を求める。(表７－３ Ｐ５１参照） 

Ｚ＝ 
Ｍｍａｘ 

＝
９４,９００  

＝５.８㎝３ σａ １６,３００ 

（表７－３ Ｐ５２参照）

＜
Ｚａ

＝３２.１㎝３ 
２ 

    １枚とびなので、アルミ矢板（ＮＡＷＳ型）の断面係数Ｚａ 

   （表７－３ Ｐ５１参照）に１／２を乗じて計算する。    

    以上より、アルミ矢板（ＮＡＷＳ型）を使用する。 

 

（５） 腹起しの設計 

  ア．腹起しにかかる荷重は、下方分担法を用いて計算する。 

ＷＢ＝ （
１ 

×１.０８＋１.６３ ）×７.５９ ＝１６.４７ｋＮ/ｍ
２ 

  イ. 最大曲げモーメント（Ｍｍａｘ）を求める。 

Ｍｍａｘ＝ 
ＷＢ×ℓ２ 

＝
１６.４７×２.５０２ 

８ ８ 

＝１２.８６７ｋＮ･ｍ 

  ウ．安定計算 

σ＝ 
Ｍｍａｘ 

＝ 

１２,８６７,０００ 

Ｚ ６１,０００ 

（表７－１ Ｐ５１参照）

＝２１０.９３Ｎ/㎜２＜２２５Ｎ/㎜２ 

（表７－１ Ｐ５１参照）

    以上より、アルミ製腹起し（薄型）を使用する。  

0.63 

Ａ Ｃ

1.00

ＷB

Ｂ

ＷＢ

２ . ５ ０
Ｂ´

1.08 

Ｂ

Ａ Ｂ Ｃ
0.71 1.00 1.00

2.71

ＰＣ
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（６） 切梁の設計 

  ア．使用材料を水圧式切梁サポートとする。（表７－１ Ｐ５１参照） 

  イ．土圧による軸力Ｎは、 

     Ｎ＝ＷＢ×ℓ＝１６.４７×２.５ 

      ＝４１.１８ ｋＮ＜７５ ｋＮ 

     よって安全である。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

２ . ５ ０ ２ . ５ ０

Ｐ  Ｐ Ｐ

ＷＢ  
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１１－２－２ 支保工２段の場合 

（１）設計条件 

     土圧係数       ：Ｋ ＝０.２ 

     土の湿潤単位体積重量 ：γｔ＝１４ｋＮ/ｍ３ 

     上載荷重       ：ｑ ＝１０ｋＮ/ｍ２ 

     掘削深さ       ：Ｈ ＝３.８ｍ 

     掘削幅        ：Ｂ ＝１.０５ｍ 

     切梁間隔       ： ℓ ＝２.５ｍ 

 

（２） 仮設図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 土圧計算 

ｈ´＝
ｑ 

＝ 
１０

＝０.７１ｍ
γｔ １４

     Ｈ´＝０．７１+３．８＝４.５１ｍ 

     ｈ ＝０.４Ｈ´＝１.８０ｍ 

     Ｈ´－ｈ＝４.５１－１.８０＝２.７１ｍ 

     ＰＣ＝ＰＤ＝Ｋ･γｔ･Ｈ´ 

       ＝０.２×１４×４.５１＝１２.６３ｋＮ/ｍ２ 

 

Ｈ
＝

３
．

８
 

１．０５  

２
．

７
１

１
．

８
０

１
．

４
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．

４
０

１
．

０
０

Ｈ
＝

３
．

８
ｈ

´
＝

０
．

７
１

 

Ｈ
´

＝
４

．
５

１

１
．

４
０

１
．

４
０

１
．

０
０

 

ｑ＝１０kＮ /m2 

PB 

PC 

PＤ  

Ａ  

Ｂ  

Ｃ  

Ｄ  
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（４） 矢板断面の設計 

  ア．土圧を考慮すると、最大曲げモーメントはＢＣ、ＣＤ間に生じると 

   考えられるが、ここでは安全側となるＣＤ間について計算する。 

  イ．最大曲げモーメント（Ｍｍａｘ）を求める。 

Ｍｍａｘ＝ 
ＰＤ×１.４２ 

 

＝３.０９４ ｋＮ･ｍ 

 
８ 

  ウ．最小必要断面係数（Ｚ）を求める。  

Ｚ＝ 

Ｍｍａｘ 

＝
３０９,４００  

＝１９.０㎝３  σａ 
１６,３００ 

（表７－３ Ｐ５２参照）

＜
Ｚａ

＝３２.１㎝３ 
２ 

１枚とびなので、アルミ矢板（ＮＡＷＳ型）の断面係数Ｚａ（表７

－３ Ｐ５１参照）に１／２を乗じて計算する。以上より、アルミ矢

板（ＮＡＷＳ型）を使用する。 

（５） 腹起しの設計 

  ア．腹起しにかかる荷重は、下方分担法を用いて計算する。 

ＷＢ＝ （ 
１ 

×１.８０＋１.３１） ×１２.６３＝２７.９１ｋＮ/ｍ 
２ 

  イ．最大曲げモーメント（Ｍｍａｘ）を求める。 

Ｍｍａｘ＝ 
ＷＢ×ℓ２ 

＝

２７.９１×２.５２ 

８ ８ 

     ＝２１.８０５ｋＮ・ｍ 

 ウ．安定計算 

σ＝ 
Ｍｍａｘ 

＝
２１,８０５,０００ 

Ｚ １２０,０００ 

（表７－１Ｐ５１参照） 

   ＝１８１.７１Ｎ/㎜２＜２２５Ｎ/㎜２ 

（表７－１ Ｐ５１参照） 

   以上より、アルミ製腹起し（厚型）を使用する。 

（６） 切梁の設計 

   ア．使用材料を水圧式切梁サポートとする。（表７－１ Ｐ５１参照） 

   イ．土圧による軸力Ｎは、 

     Ｎ＝ＷＢ×ℓ＝２７.９１×２.５＝６９.７８ ｋＮ＜７５ｋＮ 

     よって安全である。 

Ｂ Ｃ Ｄ

1.31 1.40

Ｂ Ｂ´ 
2.50

ＷＢ

Ａ

1.80
P

Ｄ
 

Ｂ Ｄ

1.40

ＣＡ
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 １１－３ 許容推進延長計算例 

 

   推進区間割例 

   汚水幹線 ◎800 ㎜、土被り 8.0m 

   流入管  ◎200 ㎜、土被りＡ＝2.20m、Ｂ＝1.80ｍ、Ｃ＝2.50m 

            Ｄ＝4.50m、Ｅ＝2.00m 

   図－１ 

 

                           汚水幹線◎９００ 

                              DP8.00 

 

 

 

 

 

 

           ◎200      ◎200    ◎200   ◎200   ◎200 

          DP2.00     DP4.50   DP2.50   DP1.80  DP2.20 

 

 

 

 〔解 説〕 

   マンホール（立坑）位置（８－２－４ Ｐ７３参照）を、検討する。 

 ア マンホール（立坑）位置の検討 

   №１ 道路（下水道管）の折点 

   №５ 流入管土被り深い 

   №７ 道路の折点 

7

6 5 4 3 2 130m 40m 60m 40m 50m 50m 

ABCD E
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 イ 流入管接続位置の検討（図－２参照） 

   幹線土被りが８.０ｍと深いため幹線布設路線にはサブ管を布 

  設し、将来汚水ます取付管接続対応とする。 

   流入管接続位置は、次のとおりとする。 

   流入管 Ａ、Ｂ → サブ管 → №１マンホール 

    〃   Ｃ  → サブ管 → №ｂ  〃 

    〃   Ｄ  →      №５  〃 

    〃   Ｅ  → サブ管 → №５  〃 

 (注) サブ管の位置は地下埋設物状況により決定するが、幹線本管 

   の上としてもよい。 

   図－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            幹 線 

                            サブ管 

                            流入管 

 

 ウ 推進スパン割（図－２参照）の検討 

   №１～№５ 

   ５０＋５０＋４０＋６０＝２００ｍ 

   ２００ｍ／７０ｍ≒３スパン→１スパン＝７０ｍとする。 

    ａ、ｂにマンホール設定（入口、玄関、車庫等避ける） 

   №５～№７ 

   ４０＋３０＝７０ｍ→１スパン＝７０ｍとする。 

 エ 立坑位置の決定。 

   発進立坑 №ａ、№５とする。 

   到達立坑 №１、№ｂ、№７とする。 

No.7 No.5 No.b No.a No.1

E D A Ｃ Ｂ
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 オ 許容推進延長の検討 

   ◎８００㎜は中押し工法なし、元押し工法にて施工する。 

 (ｱ) 設計条件 

   管の仕様 管種    １種５０ 

        内径    Ｄ＝８００㎜ 

        管の外径  Ｂc＝０.９６０ｍ 

刃口の外径 Ｂｓ＝０.９６０＋０.０１０ｍ ※ 

※下水道推進工法の指針と解説（2010 年Ｐ６６） 

 刃口の外径は、修正方向と滑材注入等を考慮して、管外径

との間に、ある程度余裕を持たせることが望ましい。その

差は一般に 5～10 ㎜である。 

   土質条件 土質       粘性土 

        Ｎ値       Ｎ＝５ 

        土の内部摩擦角  φ＝１２° 

        管と土の付着力  Ｃ´＝１０ｋＮ/ｍ２ 

        土の粘着力    ｃ＝６０ｋＮ/ｍ２ 

        土の単位体積重量 γ＝１４ｋＮ/ｍ３ 

        Ｎ´値      Ｎ´＝１ 

        管と土の係数   α＝０.５０ β＝１.００ 

   管の施工条件 土被り    Ｈ＝８.０ｍ 

          計画推進延長  Ｌ＝７０.００ｍ 

 

(ｲ) 管にかかる等分布荷重の算定 

    土被りが２Ｄ（Ｄ：管外径）又は約２.０＜Ｈ≦１０.０なので緩み土

圧で検討する。（表８－６ Ｐ７０） 

 

土による等分布荷重（ｋＮ/ｍ２）（Ｐ７１参照） 

ｑ＝σＶ＝  
Ｂ1（γ－ｃ /Ｂ1）

（1－ｅ‐Ｋ o・ tanφ・Ｈ /Ｂ 1）＋ｐ o・ｅ‐Ｋ o・ tanφ・Ｈ /Ｂ 1 
Ｋo・ tanφ  

 

Ｂ1＝Ｒo・cot〔  
４５°＋φ /２  

〕
２  

  但し  

c’＝c×1/2（安全率）※下水道推進工法の指針と解説（2010 年Ｐ２４）  

 

 Ｂ1＝(0.960/2+0.04)×cot〔(45+12/2)/2〕＝1.090 



122 

ｑ＝σＶ＝1.090(14-30/1.090)/(1×0.21255)×0.7899+2.101 

=－52.677ｋＮ/ｍ２＝０ｋＮ/ｍ２ 

  ただし、σＶ＜０になる場合、σＶ＝０とする。 

谷ヶ原取水事務所 

 

 (ｳ) 許容推進延長の算定 

  管の許容耐荷力      Ｆa＝2296kN 

  先端抵抗         Ｆo＝1.32×π×0.960×1.0×10=39.81kN 

  管の自重（ｋＮ/ｍ）    Ｗ ＝5.42kN/m 

  管と土との摩擦係数    μ´＝tanφ/２ 

                  ＝tan12/2＝0.105 

  以上の値をそれぞれ代入すると、 

Ｌa＝ 
Ｆa－Ｆo 

……（８．１２） 
（α･β･π･Ｂc･ｑ＋Ｗ）μ´＋α･π･Ｂｃ･Ｃ´

Ｌa＝ 
2296-39.81 

（0.5×1.0×π×0.96×0+5.42）×0.105+0.5×π×0.96×10 

＝ 144.18m 

 

   許容推進延長は１４４.１８ｍとなる。 
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 １１－４ 雨水流量計算例 
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